
 492

３．２．８ 大都市大震災に対応可能な IT を活用した自治体・防災機関・市民間の広域
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(1) 業務の内容 

 
(a) 業務題目  大都市大震災に対応可能な IT を活用した自治体・防災機関・市民間の広
域的災害情報共有・交換システムモデルの研究開発 
 
(b) 担当者  
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大妻女子大学 
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星稜女子短期大学 
(財 )消防科学総合セン
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ータルサイト 
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IT 研究開発支援セン

ター 
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主任研究員 
 
主任研究員 
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研究員 
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湯瀬裕昭 
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山瀬敏郎 
市川啓一 
 
小島誠一郎

 
川村尚司 
野藤 忠 
中村裕子 
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（博士（ソ

フトウェア

情報学）） 
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tdsnt@iwate-it.tao.go.jp 

ynakamura@iwate-it.tao.go.jp

michiko@unicus.jp 

 
(c) 業務の目的 
 大都市大震災に対応可能な IT を活用した自治体・防災機関・市民間の広域的災害情報
共有・交換システムモデルの研究開発 
 
 大都市大震災において、IT を活用して災害情報を自治体・防災機関・市民相互の間で広
域的に迅速かつ円滑に共有するシステムのモデル（以下、「本システムモデル」という。）

を研究開発することを目的とする。そのために、まず、全国の大都市域および東海地震防

災対策強化地域における自治体や防災機関の防災情報システムの実態を調査し、それらの

運用実態をとらえ、自治体や防災機関の防災情報システム相互の情報共有・連携の可能性

を検討し、本システムモデルの基本構想を策定する。次に、基本構想にしたがって本シス
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テムモデルを設計・開発・構築し実験を実施する。そして、実験結果に基づいて、大都市

大震災における自治体・防災機関・市民の情報ニーズに即した本システムモデルの効果的

な運用方法と技術基盤についての検討を行う。 
 

(d)５ヵ年の年次実施計画（過去年度は、実施業務の要約） 
 

－研究開発１年目(H14 年度) ：首都圏および東海地震防災対策強化地域の自治体・防災機関

の災害情報システムに関する実態調査 

① 首都圏および東海地震防災対策強化地域等における自治体の防災情報システムに関す

る実態調査 

② 自治体・防災機関・市民間の災害情報システムを利用した情報共有・交換と連携の可

能性と問題点の検討 

 東海地震防災対策強化地域である静岡県、岐阜県、愛知県・名古屋市、三重県、長野県

および、南海地震による津波被害が想定される高知県、岡山市、それ以外の地域では先進

的な防災情報システムを整備している青森県、北九州市、鹿児島市それぞれの防災情報シ

ステムを調査対象とし、システムの機能と運用方法について現地聞き取り調査により実態

を把握した。 

 

－研究開発２年目(H15 年度) ：大都市大震災における IT を活用した自治体・防災機関と市

民間の災害情報共有システムモデルの基本構想の策定 

① システムモデルの全体イメージ・構成の検討 

② 各自治体および各防災機関の災害情報システム間で情報共有・連携を行う際に必要な共
通の運用手順と各種情報フォーマット、技術的仕様の検討・策定 

 

－研究開発３年目(H16 年度)：システムモデルの設計および開発 

① システムモデルの設計 

② システムモデルの開発 

 

－研究開発４年目(H17 年度)：システムモデルの構築および実験 

① システムモデルの構築および実験の実施 

② 実験結果の運用面および技術面からの検証とその整理 
 

－研究開発５年目(H18 年度)：システムモデルの効果的な運用方法・技術基盤の検討および 

報告書の作成 

① 実験結果の検証にもとづくシステムモデルの効果的な運用方法および技術基盤の検討 

② 報告書の作成 

 

(e) 平成 1５年度業務目的 
① システムモデルの全体イメージ・構成の検討 
② 各自治体および各防災機関の災害情報システム間で情報共有・連携を行う際に必要な
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共通の運用手順と各種情報フォーマット、技術的仕様の検討・策定 
③ 上記項目①、②の検討・策定を行うために必要な首都圏および宮城県北部連続地震被

災地、その他の地域における自治体及び防災機関の情報提供体制･システムに関する実

態調査 
 

(2) 平成１５年度の成果 

(a) 業務の要約 
 システムモデルの基本構想の検討・策定を行うために、まず、埼玉県災害情報掲示板シ

ステムに関する実態調査を行い、行政と市民の間の情報共有・交換を目的とした Web 上の

掲示板の負荷分散方式を実態把握した。次に、平成 15 年 7 月 26 日に発生した宮城県北部

連続地震において、災害対応にあたる自治体と災害救援ボランティアの対応にあたる社会

福祉協議会による IT 利用について現地実態調査を行い、また、震災シンポジウムに参加す

ることを通じて、その実態と課題を明らかにした。さらに、津波災害に対する IT の活用方

法や防災情報システムへのＧＩＳ活用に関するシンポジウムへの参加を通じて、大都市で

大震災が発生した場合の災害対応における IT の効果的な活用方法を考察した。 

 これらの作業を経て、システムモデルの基本構想策定を行い、また、各分野の専門家の

参画と関係団体や大大特他プロジェクトチームの協力賛同を得て研究開発体制を拡充した。 
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(b)業務の成果 

1) 実態調査埼玉県災害時用伝言板ネットワークシステムに関する実態調査 

調査対象：埼玉県総務部情報政策課 

調査日時：８月１８日(月)１３時３０分～１５時３０分 

調査結果 

a)システムの目的 

 埼玉県の彩の国災害時用伝言版ネットワークシステムは、 

ⅰ)災害時における家族や知人との連絡、身近な生活情報の共有の場を県民に提供する。 

ⅱ)防災ボランティアの機能的な活動の展開を支援する。 

ⅲ)県民の防災意識の醸成を図る。 

ことを目的に、県と５つの市町(熊谷市、川口市、秩父市、所沢市、鳩山町)が協力してホ

ー ム ペ ー ジ の 一 部 を 提 供 す る も の で あ る

(http://www.pref.saitama.jp/saigai/index.html)。 

b)システムの機能 

 システムの機能は、図 1(a)のメニューに示すように生活情報と安否情報の書き込み及び

閲覧となっており、書き込みは投稿者(県民それぞれ)の責任において行うものとしている。

生活情報と安否情報の投稿フォームは図 1(b)及び図 1(c)に示すとおりである。情報の閲覧

は、市町村名、氏名、キーワードによる検索が行えるようになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1(a)システムメニュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1(b) 生活情報の投稿フォーム 
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図 1(c) 安否情報の投稿フォーム 

 

c)ネットワーク構成 

 このシステムは、災害時のシステム障害とネットワーク等にかかる負荷分散に対応する

ため、県のサーバと５市町のホームページサーバ(ミラーサーバ)による図 1(d)に示すよう

なネットワーク構成になっている。 

 県内の市町村は、それぞれのホームページのトップページにこのシステムへの入り口を

持っており(図 1(e)の左図)、県民は原則としてここからシステムにアクセスする。接続先

は、通常は当該市町か近隣の市町のサーバが割り当てられており、混雑してつながらない

場合に限り他の市町のサーバを選択するようになっている(図 1(e)の右図)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1(d) ネットワーク構成(県サーバとミラーサーバ) 
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図 1(e)システムへのアクセス方法 

 

d)ミラーリングの方法 

 ミラーリング(書き込み情報の同期)は、県のサーバを核サーバとすることにより実現し

ている。具体的には、核サーバは一定時間(15 分としている)ごとに、ミラーサーバに対し

て伝言板データの送信要求を行い、ミラーサーバはこの要求に従って未送信の差分データ

を取り出して送信する。また、それぞれのミラーサーバは、自分が未取得な他のサーバの

差分データを核サーバから受け取る。この方法だと、核サーバに障害が発生した場合シス

テムが機能しなくなるため、通常は県のサーバが核サーバとして機能し、これがダウンし

た場合にはミラーサーバの１つが核サーバとして機能するようになっている。さらに、こ

のサーバがダウンした場合には、他のミラーサーバが核サーバとなる。 

e)システムの特徴 

 現在、インターネットを活用して災害時用の掲示板を提供している自治体はいくつか見

られる。しかしながら、災害時の障害やアクセス集中に備えたシステムとなっているのは

埼玉県だけであろう。特に、埼玉県では、県内市町村の既存のホームページサーバを活用

して、負荷分散システムを低コストで実現しているところが注目に値する。このような災

害時の情報システム構築のあり方は、今後他の自治体においても参考になるものと思われ

る。 

 

 

2)宮城県北部連続地震に対する災害対応における情報通信の実態と課題 

a)宮城県総務部危機対策課実態調査 

b)鳴瀬町総務課防災係実態調査 

c)鳴瀬町社会福祉協議会実態調査 
d)南郷町社会福祉協議会実態調査 
e)宮城県社会福祉協議会実態調査 
f)震災フォーラム「～宮城県北部連続地震から学ぶ～」 
 

 詳細は、以下の通りである。 
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a)宮城県総務部危機対策課実態調査 

調査対象：宮城県総務部危機対策課 

実施日時：平成１５年１０月１４日（火）９時３０分～１１時３０分 

 調査結果 

ⅰ)宮城県北部連続地震の全体像について 

 宮城県災害復旧対策本部事務局の「宮城県北部連続地震による被害について（確

定 報 ） 」 （ 平 成 １ ６ 年 ３ 月 １ ２ 日 ）

（http://www.pref.miyagi.jp/kikitaisaku/saigai/0726saigai40.pdf）によれば、

宮城県北部連続地震の概要は、以下の通りである。 

 １ 地震の概況（震度６弱以上） 

(１) １回目７月２６日０時１３分発生（前震） 

① 規模マグニチュード５．６ 

② 各地の震度震度６弱鳴瀬町，矢本町 

震度５強鹿島台町，南郷町 

震度５弱河南町，松山町，石巻市，大郷町，田尻町，涌谷町 

(２) ２回目７月２６日７時１３分発生（本震） 

① 規模マグニチュード６．４ 

② 各地の震度震度６強南郷町，鳴瀬町，矢本町 

震度６弱鹿島台町，河南町，小牛田町，桃生町，涌谷町 

震度５強古川市，松山町，石巻市，田尻町，米山町 

震度５弱一迫町，河北町，金成町，高清水町，三本木町，志波姫町，瀬峰町， 

仙台市，大郷町，迫町 

(３) ３回目７月２６日１６時５６分発生（余震） 

① 規模マグニチュード５．５ 

② 各地の震度震度６弱河南町 

震度５強南郷町，涌谷町 

震度５弱桃生町 

 

 ２被害の状況 

(１) 人的被害 1 

・死者・行方不明者なし 

・重傷者５１名（１０市町） 

・軽傷者６２４名（１７市町） 

合計６７５名 

(２) 住家等 

棟数世帯数市町村数 

全壊１，２７６棟１，０４６世帯８町 

半壊３，８０９棟３，２００世帯１０町一部破損１０，９７５棟８，８２１

世帯２３市町 
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合計１６，０６０棟１３，０６７世帯 

(３) 火災発生状況 3 

・３件（３町） 加美町，涌谷町，矢本町 

(４) 主要施設被害 4 

・女川原子力発電所，石油コンビナート等異常なし 

・広域水道７月２９日１６時４５分復旧済。 

(5) 生活関連被害 

①ライフライン施設関係 

・水道断水戸数延べ１５，４４９戸→ ７月３０日４時復旧済。 

・電気停電戸数延べ１１５，４２５戸→ ７月２６日２３時１５分復旧済。 

②交通関係 

・新幹線７月２６日１０時００分注意運転にて運行再開→ 平常運行 

・在来線ＪＲ各線一部区間及び全線において，運転見合わせ，一部運休と遅

れあり→ ８月２３日全線平常運行 

③道路交通規制（大雨による規制含む） 

県管理道路の全面通行止め２６箇所規制 

（一般国道箇所，主要地方道箇所，一般県道箇所） 4 9 13→ ３箇所継続規

制中 

（主要地方道箇所，一般県道箇所） 1 2 

 ３ 被害額の状況（被害額には一般住宅を除く） 

①土木施設被害 516 箇所 14,523 百万円 

②産業関係被害 3,507 箇所 11,237 百万円 

③文教施設被害 268 箇所 1,753 百万円 

④保健福祉関係被害 79 箇所 3,583 百万円 

⑤その他公共施設被害 58 箇所 971 百万円 

合計 4,428 箇所 32,067 百万円 

 

４ 避難等の状況 

避難所の状況〔公の施設〕最大時７月２６日３，１３３人（８町７７箇所） 

→ ９月５日避難所〔公の施設〕への避難者なし 

 

５ 災害対策本部等設置状況 

(１)宮城県７月２６日０時１３分宮城県災害対策本部設置（８月６日０時０

０分廃止） 1８月６日０時００分宮城県災害復旧対策本部設置 

(２)市町村災害対策本部設置市町村２８， 廃止市町村２８， 継続中０ 

  災害復旧対策本部設置市町村６（松島町，鹿島台町，南郷町，矢本町，

河南町，鳴瀬町） 

警戒本部設置市町村３９， 廃止市町村３９， 継続中０ 

ⅱ)宮城県の災害対応と情報伝達について（以下、インタビュー調査の要約） 

・５月の地震については、被害が少なかった割には、情報の伝達の困難が大きか
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った。７月の地震については、被害が大きかったが、必要な情報の収集について

は困難がほとんどなかった。 

・その原因としては、５月の地震は広域にわたって夕方６時という通勤・通学時

間帯に発生したため、被害情報の入手や安否確認のための通話が集中し、宮城県

内広域で輻輳が起き、情報収集や情報伝達が難しかった。それに対して、７月の

地震は、局地的であり被害地域は限定されており、また、発生時間は深夜０時、

朝７時と住民が家にいる時間に発生したため、被害情報の入手や安否確認のため

の通話の集中による輻輳は、被災地となった地域では相当発生したと思われるが、

宮城県としては、その状況を把握していない。それ以外の仙台市も含む宮城県内

ではほとんど起こらなかったということがあげられる。 

 

図 2(a)(ⅰ)県と関係機関における災害情報の伝達ルート 

（災害時における情報通信システムの利用に関する検討会『第二次報告書』 

[http://www.ttb.go.jp/saigai/houkoku/index2.html]） 

 

・県庁と市町村との間の情報伝達については、防災無線を介した電話とＦＡＸによ

る情報のやり取りについては支障がなかったが、同一管内の職員招集や被害情報収

集の際の固定電話や携帯電話の利用は支障があった。 

・県庁と各地方県事務所の間のデジタル・データ情報伝達は、総合防災情報システ

ム「宮城ハイパーウェッブ（ＬＧ１：光ファイバー回線）」を利用しており、市町

村から衛星回線を介した防災ＦＡＸで上ってくる情報を地方機関が集計して、メー

ルで県災害対策本部に伝達していた。５月の地震では、その際に、市町村からの防

災ＦＡＸ回線に通信が集中しボトルネック現象による輻輳が起こった。そこで、そ

れを教訓として、５月の地震以後、ボトルネックが起こらないように、ＦＡＸでの

通信が集中した時に、県庁と各地方機関に設置されている防災無線につながる内線

電話は、衛星系と地上系との間で自動的に空いている方に回線が変わるようにした。

また、（東北総合通信局が設置した「災害時における情報通信システムの利用に関

する検討会」の報告に基づいて：筆者補足）ＮＴＴ等の情報通信関連業者が、通信
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回線の輻輳対策を行ったので、７月の地震では、輻輳が起こりにくかったと考えら

れる。 

・５月の地震で、県の情報伝達の悪さが、情報通信基盤における輻輳問題と職員の

情報伝達に対する認識の不十分さという２つの面から専門家やマスコミ等に指摘

された。 

・災害拠点病院と各市町村の消防本部との間は、防災無線が整備されていないので、

無線での連絡ができず、携帯電話での通話に頼らざるをえないことが怪我人の搬送

上問題となった。 

・５月の地震では、火災発生時に、携帯電話から１１９番をかけても消防本部に通

じなかった。それで、公衆電話から１１９番通報を行おうとしたが、公衆電話がな

かなか見つからなくて通報が困難をきわめた。 

・５月の地震では、災害時優先電話でさえも輻輳した。原因は、高速道路上で渋滞

が起こるのと同じく（高速道路に入る料金所で渋滞が起こるのとは異なり）、通信

回線上の通話が回線の容量を超えていたため、通話ができなかったことがあげられ

る。 

 

図 2(a)(ⅱ)総合防災情報システム（「ＭＩＤＯＲＩ」） 

Miyagi Integrated Disaster prevention Online system for Rapid and accurate 

Information 

（宮城県総務部危機対策課ホームページ 
［http://www.pref.miyagi.jp/kikitaisaku/midori.htm］） 

 

・総合防災情報システム（「ＭＩＤＯＲＩ」）が平成 5 年 4 月から運用されており、

災害時に、宮城県庁内の関係課と仙台管区気象台、陸上自衛隊は、通信情報端末に

入力して、県の災害対策本部に情報を伝達することができる仕組みになっている。

市町村から各地方県事務所との間は、防災無線ＦＡＸを使用して情報伝達を行って

いるが、今回の地震では、地方支部から県庁の間では、「宮城ハイパーウェッブ」

の光ファイバー回線経由でメールも使用された。地方支部は、住家被害や死傷者数

などの数値情報をエクセルベースのフォーマットに書き込みメールに添付して送
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り、県災害対策本部での各地の被害状況などの集計が効率よく行うことができた。

しかし、その他の自由記述形式の文字情報の処理には時間がかかったので、文字情

報をどのように定型化して入力するかが、今後の課題である。 

・県の土木部門の職員が、カメラ付携帯電話で被害状況を撮った写真をメールで添

付して、県の災害対策本部に被害状況の画像を伝達するということが、今回の地震

で行われた。しかし、現場の対応に追われている市町村にそれを求めるのは、難し

いと思われるし、実際に、そうした形で画像が大量に県の災害対策本部に届いた場

合、情報の整理が困難を極めると思われる。 

・宮城県は防災ヘリコプターをもっているが、また、７月の地震では、ヘリコプタ

ーは整備中で運行できず、消防庁を通じて札幌市と茨城県へ防災ヘリコプターの出

動を要請し、そのヘリコプターのテレビカメラを使って現地の被害映像を災害対策

本部で収集し、対応に使用することが出来た。５月の地震については、仙台市消防

局の消防ヘリコプターが使えたので、現地の被害映像を収集することができた。 

・自衛隊には、総合防災情報システムの端末が入っており、災害時にその端末を通

じて情報の伝達が行われる。電力会社や電信電話会社からは電話を通じて被害・復

旧情報が入ってくるが、ガス会社や交通機関などからは、情報は入ってこない。 

・警察からは死者数についての情報が入るが、市町村の消防本部からのように負傷

者についての情報は入らない。 

・５月の地震の時には、発災後ホームページを立ち上げて被害情報等を発信したの

がかなり後なってからだった。ホームページを立ち上げると即座に大量のアクセス

があった。 

ⅲ)今後の災害に対する情報伝達に関する改善点について 

・現在、総合防災情報システムの再構築を計画中である。メインの回線は、光ファ

イバーで、バックアップは無線（地上系 64kbps か 128kbps、衛星系は通信方式によ

って通信速度が異なる）を使う。市町村への回線は、ＡＤＳＬを使うことを考えて

いる。 

・業者に任せるのではなく、宮城県が主体的に安定した総合防災情報システムの情

報通信基盤をいかに構築し、セキュリティを保持した上で日常的に利用できるかが、

課題である。ＧＩＳの導入を予定している。 

・現在、県の災害対策本部が置かれる部屋には、１０年前に設置した総合防災情報

システムの防災専用端末が置かれており、ほとんど使われずに仏壇化している。 

 これから開発する防災情報システムでは、汎用マシンを端末として使い、システ

ムの更新を容易にしようと考えている。防災担当の職員が、職場に来なくても情報

の入手と伝達ができ、システムのメンテナンスもできるようにしようと考えている。

しかし、セキュリティを優先してしまうとリモートでのメンテナンスに躊躇せざる

を得ない。システムの更新は、平成 16・１７年度を予定している。 

・新しいシステムでは、県下６８市町村の震度情報をメールで防災担当職員の携帯

電話とポケットベルに送り、その後、音声で知らせるようにしようと考えている。 
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b)鳴瀬町総務課防災係実態調査 

調査対象：鳴瀬町総務課防災係 

調査日時：平成１５年１０月１４日（火）１４時００分～１６時００分 

調査結果 

 

ⅰ)鳴瀬町の災害対応における情報収集・伝達の実態（以下、インタビュー調査の要約） 

・主に防災無線（町内に約５０基を設置）を使用して住民に災害関連情報の伝達を行

った。１００回近く放送している。放送内容については、最初の頃は、被害状況や消

防団の出動命令（警戒及び巡回、被害状況調査）だった。後になって、家屋補修の悪

徳業者や空き巣についての注意を呼びかけた。８月１０日に台風が襲来し地震で地盤

が緩んでいた地域の住民に崖崩れの危険を知らせた。また、広報車も併用した。さら

に、災害広報をチラシという形で発行し住民に配布した。 

・災害広報「被災者の皆様へのお知らせ」を３回（８月３日・９日・１４日）住民向

けに発行し、諸手続き等の各種情報を掲載した。 

・防災無線の音声が聞こえない地域（不感地帯）では、戸別受信機（町内全世帯３２

００世帯のうちの約７割にあたる約２２００世帯に設置）で災害広報を伝えたが、戸

別受信機の具合が悪く聞こえない世帯があったので、それに対しては、町職員や業者

が受信機を交換した（宮城県庁でのインタビュー調査によると、戸別受信機の電池が

液もれしていて、使用できない世帯があったということである：筆者補足）。 

 避難所は、最大１６箇所を開設したが、避難所として使用した公民館（一部には設

置されている）や学校の体育館には戸別受信機が設置されていなかったので、急遽設

置した。戸別受信機の数が足りなかったので、町長や職員の自宅の戸別受信機を外し

て避難所に設置したという事例もあった。 

・区長への電話連絡も主な情報伝達手段であった。今回の地震は局地的なものであり、

電話に対する通信規制がかからなかったので、固定電話や携帯電話での情報伝達には

支障はなかった。ただし、５月の地震の場合は、宮城県全域に被害が及んだので、電

話に対する通信規制が行われ、特に、携帯電話は５時間近く使えない状態が続いた。 

・地震発生から５日後に、総務課広報係が鳴瀬町のホームページに被害情報を掲載し

た。というのは、地震発生直後には、ホームページに掲載する情報が集約されていな

かったからである。災害対応に追われ、８月に入ってから、やっと、広報係が町内の

被害状況を写真撮影するようになったので、ホームページへの画像情報の掲載は７月

中はなかった。 

・また、鳴瀬町社協のホームページにも災害情報が掲載された。 

・町内の住民でインターネットを介して鳴瀬町のホームページから情報を入手した人

は、ほとんどいないと思われる。というのは、正確な数字はわからないが、鳴瀬町内

のインターネット普及率が低いと思われるからである。しかし、町外や県外に居住す

る鳴瀬町やその周辺地域や宮城県の出身者が鳴瀬町のホームページから現地の情報を

入手したということは大いに考えられるであろう。 

・役場内では、一昨年（２００１年）からＩＴ化推進政策にもとづいて、インターネ

ットに接続したパソコンは各職員に１台ずつ配備されているので、ホームページを見
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たりインターネットを使うことができるようになっている。それで、日常的にパソコ

ンとインターネットを利用しているが、それに習熟しているのは、１割くらいの職員

にしか過ぎないと思われる。書類のやり取りもメールで行っている。しかし、ホーム

ページを更新する技術や権限がある職員は限られているので、すべての職員がホーム

ページを更新できるわけではない。 

・今回の地震への対応については詳細な記録がまとめられているが、その元となった

のは、災害対策本部のメモと各課から上ってくる報告である。地震発生直後は、各課

からは口頭で報告が行われたが、事態が落ち着いてくると、庁内ＬＡＮ経由のメール

で報告が行われるようになった。それらを集めて、災害対策本部で記録をまとめた。

日頃から業務でパソコンとＬＡＮを使用していることと、今回の地震では、機材と回

線に被害が出ず、また、役場では停電が起こらなかったので、ＬＡＮでの情報共有・

伝達がうまくいった。 

・停電発生時には、役場では自家発電で電力の供給を行うが、ＬＡＮのサーバーに電

力を供給できる余裕が無いので、停電発生時にＬＡＮを使うことは不可能であると思

われる。 

・避難所となる公民館へは、ＬＮＡは引かれていない。 

・鳴瀬町の住民のインターネット普及率が低いため、ホームページによる広報の効果

は低いであろう。 

・町職員や住民の主な情報の入手手段は、テレビとラジオであろう。 

・住民と役場とのやり取りは、主に住民が自宅の被害状況を役場に電話で伝えるとい

うことが主であり、住民から町内の被害状況を問い合わせるということは、非常にま

れで、１０００回に１回あるかどうかであった。 

・地震発生直後から、被害状況調査を指示してあったので、消防団から電話で役場に

被害情報が伝達されてきた。５月の地震の際には、消防団に被害状況調査を指示して

いなかったが、沖合いに震源があったため、津波に備えて防潮堤の閉鎖を消防団が自

主的に行い、役場へ事後連絡があった。電話が４、５時間使えなかったのでその連絡

があったのは、地震発生後５時間近く経った夜２３時頃であった。 

・消防団からの被害状況の報告の内容は、個別の住民家屋に関するような細かいもの

ではなくて、人的被害や崖崩れ・道路の被害といった地域全体の被害、電気・ガス・

水道などのライフラインの被害についてである。そのような情報を消防団が伝えるよ

うにあらかじめ決めてある。 

・停電は発生したが、第１回目の地震が夜中に起きたのであまり影響はなかった。ま

た、都市ガスは町内に来ておらず住民はプロパンガスを使っているので、ガスについ

ての被害はなかった。しかし、水道の被害は地震発生直後から生じ、最大で１２００

世帯で断水が発生した。 

・今回の地震で道路に被害が生じ、それについて消防団から役場は報告を受けてから、

道路確保のための復旧作業を行うように、鳴瀬町建設業協会に復旧要請の連絡をした。 

・町職員による被害状況調査は、第３次まで行った。調査内容は、消防団の場合と同

じである。第１次調査は、地震発生直後から行った。２５００戸の建物被害に対する

税務調査を含めて８月２０日まで調査を継続して行った。 
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・県への情報伝達は、衛星無線回線のＦＡＸを用いて行っている。書式が決まってお

り、１枚の用紙に被害状況、避難状況その他の情報を書き込みＦＡＸで県に送るよう

になっている。 

・電気に関する被害は、住民から高圧電線が切れて垂れ下がっているなどの情報が役

場に入り、それを役場から電力会社に伝えるということが何回かあった。 

・安否確認照会の連絡は、災害対策本部も避難所にも来なかった。というのは、被害

を受けた家屋でもつぶれるというケースは無くて、そうした家屋でも電話は使えたし、

また、通信規制もかかっていなかったので、住民が電話を使って安否を連絡するのに

支障がなかったためであろう。１７１は震度６以上になるとＮＴＴが立ち上げること

になっているが、今回は、一般回線の電話の使用に支障がなかったので、１７１はほ

とんど住民に使われていないのではないか。 

・鳴瀬町には２６の行政区があり、公民館、町営の体育館、小中学校の体育館など２

９箇所が災害時に避難所として使用されることになっている。 

・避難所から町災害対策本部への状況報告は電話で行われる。毎日１８時の夕食時に

避難者数の連絡が避難所から行われた。救援物資の要請も避難所から町災害対策本部

に連絡がくるので、地震発生当日は、町災害対策本部から日赤に毛布などの救援物資

の提供を要請して、当日の１７時頃には、物資が届いた。そして、炊き出しの材料と

一緒に物資を町職員に持たせて避難所に派遣した。 

・救援物資については、地震発生直後から大量に届いたが、配布や処理に困るので、

また、町外から必要な物資は調達できるので、発災１週間後から基本的に断るように

した。 

・屋根の補修の悪徳業者や、マスコミ関係者を騙る者も町内に入ってきたので、それ

に対しては住民に注意を呼びかけた。 

・今回の地震では、震度が６以上であったため、町職員が全員役場に自主的に参集し

たが、５月の地震では、震度５であったため、災害対応マニュアルでは、町職員が全

員役場に参集する必要はなく、対象となる職員に、防災無線で招集を行った。 

・地震の被害が大規模になればなるほど、職員の被災や道路被害が深刻になり、役場

に参集できる人数は減るのだから、職員の自宅の最寄の避難所から通信回線を確保し

て、役場の災害対策本部と連絡を取り合い、災害対応にあたるという方法が現実的か

つ効果的ではないのか。 

 

ⅱ)マスコミ取材の問題点 

・今回の地震は、震源直上に当たる鳴瀬町をはじめとする５町でのみ局地的に発生し

たため、マスコミの取材が集中し、地震発生後２、３時間の電話の７、８割はマスコ

ミからの取材の電話であり、住民から役場への電話がつながらない状態となった。そ

れについて、住民から苦情が相次いだ。 

・地震発生後３時間以降は、マスコミ関係者が直接役場に取材にくるようになり、取

材を受けているうちは、住民からの連絡に対応できない状態になり、被害状況の把握

に支障が生じた。鳴瀬町にとって今回の地震のような事態が生じたのは初めてであり、

マスコミ対応に不慣れであったため、どのように対応したらよいかがわからなかった。
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鳴瀬町としては、情報源は災害対策本部のみなのだから、テレビ・ラジオ・新聞など

のマスコミは、１社が代表して取材してくれると現場としては、マスコミ対応に煩わ

されずに済むのでありがたい。 

・早朝や深夜に、また、余震が起こるたびにマスコミから電話取材があり、防災係の

係長をはじめとする職員２名は、マスコミに対応するため、２０日間近く自宅に帰ら

ずに役場に詰めていなければならなかった。 

・東海地域から東海テレビや名古屋放送などのマスコミがやってきて、執拗な取材を

受け、対応に時間を取られた。 

 

ⅲ)自衛隊、消防・警察、宮城県・近隣自治体からの応援体制について 

・自衛隊には、地震発生当日の７月２６日に道路確保等の災害派遣要請を行った。道

路確保については２７日まで、７月２８日から３１日１１時までの間は、自衛隊に給

水車の派遣をしてもらった。７月中に自衛隊は、撤収した。 

・自衛隊の災害派遣要請の連絡を、７月２６日の朝８時６分に、町長から県知事に行

ったのであるが、９時になっても県から連絡が無かった。県の災害対策本部によると、

県職員が被災地の情報収集を行い状況を把握した上で、自衛隊へ派遣要請を行うこと

になっており、情報収集に手間取ったということであったが、そもそも、２６日夜中

の第１回目の地震（震度６弱）の後も、また、同日７時台の第２回目の地震（震度６

強）の後にも、鳴瀬町を含めた被災５町の災害対策本部に県の職員が派遣されて来な 

かった。自衛隊の派遣が１０時４０分の時点で決定され、自衛隊は１１時３０分に鳴

瀬町に派遣された。結局、県の職員が鳴瀬町の災害対策本部に来たのは、２６日昼ご

ろであった。 

・２６日０：１３に地震が発生したすぐ後の０：３０頃には、自衛隊員が、たまたま

通りかかったボランティアという形で鳴瀬町役場に来た。その後、多賀城の陸上自衛

隊２２連隊の通信将校と航空自衛隊松島基地の通信士官など５名の自衛隊員が、午前

２時頃には鳴瀬町役場の災害対策本部に来ていた。そして、災害対策本部と各本隊と

の間の連絡をとっていた。阪神・淡路大震災以後、震度６以上の地震が発生すると３

０分以内に自衛隊は、被災地への派遣準備を完了するということになっている。後で

派遣部隊の中隊長に聞いた話によれば、０：４５の時点で、２５０名の隊員が被災地

に出動できる状態になっていたということである。しかし、実際に現地への派遣が決

定されたのは、約１０時間後の１０：４０であった。 

・第１回目の震度６弱の地震が発生した後の時点では、すでに自衛隊の出動準備はで

きていたが、被害状況が正確に把握できていなかったので、また、自衛隊に派遣要請

を出すほど被害が大きくないと判断したので、町長が派遣要請を出すことを控えてい

た。 

・第２回目の震度６強の地震が発生した時は、町長は、総務課の職員を連れて被災状

況の調査に出ていて、地震発生時に目の前で石塀が崩れるのを見たので、被害の深刻

さを実感し、急いで役場に帰り、８時５分に県へ自衛隊の派遣要請を求める連絡を電

話で行った。 

・今回の地震で、７月２９日から８月１１日まで毎日１０人前後の人数が、宮城県や、
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石巻市や河北町などの隣接９町から応援の職員が延べ２００人以上が応援に来てくれ

たが、パソコンの操作などそれぞれの部署の業務に精通しているため、大変役に立っ

た。 

 石巻市を含む１市９町（石巻管内）で災害応援協定を結んでおり、それに基づいて、

各市町の職員が応援に来た。かなり前に協定は結んでいたが、実際に協定に基づいて

職員が派遣されたのは今回が、初めてであった。特にパソコン操作ができる３０代、

４０代の職員が派遣されてくる場合は、ありがたかった。そうではない場合もあった

ので、せめて、最低限パソコンの操作ができる職員の派遣をしてもらいたい。 

・消防については、１市９町（石巻管内）の広域消防組合と仙台市消防局との間に応

援協定があり、それに基づいて、仙台消防局から消防車・救急車や職員が派遣された。

また、警察については、宮城県を含む東北６県と新潟県の間で応援協定が結ばれてお

り、今回は、福島と山形からバス２台で交通機動隊の警察官が応援に来て、交通規制

にあたった。 

 

ⅳ)ボランティアへの対応と「なるせボランティアセンター」との連携について 

・ボランティアの対応は、発災直後に仙台市在住の人からボランティアの申し入れが

あったが、ボランティアについてどのように扱ったらよいかがわからなかったので、

断った。その後、ボランティアの申し入れが何件かあり、対応せざるをえず、鳴瀬町

社会福祉協議会（社協）のボランティアセンターに一括して任せた。社協の担当職員

は、災害対策本部会議に出席していて、ボランティアの状況について常時報告を受け

ていた。また、社協の担当職員の方から必要な資料の求めがあるとそれを提供してい

た。 

・発災後２日間は、ボランティアの対応を行おうとしたが、７月２８日に鳴瀬町社協

と協議し、鳴瀬町社協が運営するボランティアセンターにボランティアのコーディネ

ーションを全面的に任せた。 

・ボランティアは、鳴瀬町社協のボランティアセンターと協力しながら、何も見返り

を要求せずに自主的に活動してくれたので、町役場としては、ボランティアの世話を

手取り足取りする必要が全くなくて、非常に楽であった。ボランティアだけではでき

ない部分が、ある場合のみ、資料や情報の提供や相談をした。また、町外のボランテ

ィアの支援が、ボランティアセンターを運営する上で、非常に役立った。 

・鳴瀬町では町民福祉課がボランティアの窓口になっているが、被災住民の対応に追

われたので、ボランティアに対応できず、ボランティアの対応は、社協に任せること

になった。 

・鳴瀬町建設業協会とは、水害などの災害時に道路や堤防などの補修について有償の業務

契約を結んでいるので、それにもとづいて、今回の地震でも、道路の補修にあたってもら

ったが、ボランティア的に対応してもらった部分もある。 
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c) 鳴瀬町社会福祉協議会実態調査  
調査対象：鳴瀬町社会福祉協議会「なるせボランティアセンター」 

調査日時：平成１５年１０月１４日（火）１６時００分～１８時００分 

調査結果 

 

ⅰ)ボランティアセンターの災害対応における情報収集・発信および運営について 

◆引用資料：なるせボランティアセンター「宮城県連続地震対応状況」（インタビュー

内容を適宜補足） 

○７月２６日（土） 

・ ０：１３地震発生（震度６弱） 

・ ２：３０社協事務所にて情報収集 

・ ３：３０町内の福祉施設(不老園・共生園・すみちゃんの家)の状況を電話で確認 

・ ４：００小野地区―浅井－亀岡－宮戸－新町地区を巡回し情報収集 

・ ５：５５なるせボランティアセンターのホームページに地震情報を掲載 

・ ７：１３ ２回目の地震発生（震度６強） 

※直後から電話がつながらない状態が続く。メール、ネットともに使えない状態 

・１０：２２ 地震発生（震度５弱） 

※電話は一般、携帯ともに非常につながりにくい状況 

・道路状態の悪化により昼より渋滞が激しくなる 

・ライフラインは電気については確保できた。断続的な断水が続き飲料水の確保が急

務となった。 

・１６：５６ ３回目の地震発生（震度６弱） 

 

○７月２７日（日） 

・１０：４５宮城県社会福祉協議会より電話で、北川、田村両氏が鳴瀬町に向かうと

の連絡あり 

・１１：２０すみちゃんの家に電話、付近一帯が断水。新東名、新町でがけ崩れ発生

箇所あり 

１１：２５不老園連絡とれず。共生園は壁や天井にヒビ等の被害報告あり。 

※TA（ISDN のターミナルアダプター）故障の影響で午前中パソコンにトラブル発生。 

・矢本町社協より「華の園」が老人対象の避難所となりベッドが足りなくなるおそれ

ありとの電話連絡あり。 

・「山形ＮＰＯ支援センター」と「ハートネットふくしま」より、ボランティアの活動

状況を問い合わせる電話連絡あり。 

・プリペイド式携帯電話を１台購入。 

１３：１０日赤防災ボランティアリーダーよりボランティア活動についてのメールあ

り。電子掲示板やメーリングリストでのボランティア募集状況周知了承 

１８：２０宮城県社協より FAX で「災害関係ニュース第１号」届く 
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○７月２８日（月） 

・ ４：０８地震発生（震度５弱） 

・ ７：００ 

＜鳴瀬町災害対策本部発表被害状況報告第１０報＞ 

重傷１人、軽傷８人、半壊２１人、一部損壊２７２棟 

・鳴瀬町福祉課より避難所に駐在するボランティアの要請があり。受諾し HP へ掲載。 

・ボランティア希望者として O さんが来る。避難所ボランティアとして活動してもら

うことになった。 

・午前中にＴＡの再設定ができ、インターネットにつながるようになったので、「やまがた

ＮＰＯ支援センター」や「ハートネットふくしま」、日赤宮城県支部などとメールのやり取

りをした。まだ、その時点では、災害ボランティアのためのセンターを立ち上げることは

決まっていなかった。 

・ ８：５２管内社協に電話増設についてメールと FAX で知らせる。（その後、電話連

絡が入り始める） 

・ ９：００石巻市社協より職員の派遣をしたいので連絡が欲しいという旨の電話連

絡あり。 

 ・ボランティア団体 Serv より電話連絡あり。再度連絡するとのこと。 

・１０：０３宮城県共同募金会より大規模災害支援についての規程抜粋の FAX あり 

・１１：１４三重県上野市社協よりメールあり、三重県ボランティア情報センターと

上野市社協の HP に「なるせボランティアセンター」の HP 掲載内容を掲載するとのこ

と。  

 ・三重県内の関係団体に情報を流すことについて了承。 

※なるせボランティアセンターが今回の地震に関連するボランティアの窓口になって

ほしいという要請が鳴瀬町からあり、了承する。 

１２：５６災害救助犬協会新潟より、スコップ、ビニール袋が不足しているとの情報

に基づいて現物を送りたいというメールがあったが、その情報については、なるせボ

ランティアセンターとしては、未確認なので確認するように促すメールを返信する。 

 ・みやぎＮＰＯ情報ネットにボランティア募集の情報を掲載するように申し入れる。 

１４：３１レスキュウナウ・ドット・ネットの小島氏よりメールあり。今日鳴瀬町に

来ることができるので支援したいとのこと。携帯電話で連絡をとり支援を要請する。 

 ・石巻市社協より職員２名来訪。避難所ボランティアとして活動してもらうことに

なった。 

 ・避難所対象の入浴ボランティア団体が福島県長沼町より到着し、受け入れる。 

１５：４３日赤ボランティア和泉市より、支援申し入れのメールが届く。 

１６：５０日本財団ボランティア支援部が、明日より現地視察に入るとの FAX 連絡あ

り。 

１７：３０鳴瀬町の災害対策本部会議への出席要請があり出席。ボランティアの窓口

に社協がなることを確認。同会議においてボランティアの活動について話し合い以下

のことが決まった。 

 ・町内のボランティア活動は、すべて「なるせボランティアセンター」でとりまと
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める 

※ただし、救援物資については、町災害対策本部が窓口となり、また、医療関係ボラ

ンティアは、「なるせボランティアセンター」が窓口となり登録だけを行うが、実際の

配置や運用は、町の保健福祉課が行なっていた。 

 ・基本的にボランティアは危険地域への立ち入りはしないこと（余震が続き２次災

害の危険があるため） 

 ・危険な作業（屋根に上る）等は専門家以外しないこと（余震が続き２次災害の危

険があるため） 

 ・派遣対象世帯については全世帯被災という状況の中、かたづけ等一般世帯ででき

る部分については自分の家でやってもらうことが基本。弱者中心にボランティア派遣

をお願いしたいという鳴瀬町からの要請があった。 

 ・公道上については自衛隊が撤去作業を行う。 

 ・ゴミについては３種類に分別した上で一時集積所へ運ぶ。町民の同乗なしには搬

入できない。 

※会議の結果を受けて「かたづけ隊」のチラシを作成 

 ・道路上は自衛隊が作業をしているため作業は、敷地内に限定し、ブロック塀等の

搬出については強い余震が数多く現在も崩れかけている箇所もあるため、一時敷地内

に集積し暫定作業日（１０日）以降に搬出ボランティアを再考することに決定。 

１８：１８宮城県社協がら FAX で「災害関係ニュース第２号」が届く 

 ・ボランティアの受け入れや派遣手順の確認、各種用紙の作成、HP 更新等の作業を

行う。 

 ・受け入れについては従来の様式を使用する。 

 ・ボランティア派遣手順：ニーズ受付→登録ボランティアに連絡→作業日にボラン

ティア派遣 

※ボランティア活動状況 

 登録９名（県外６名） 

 本日のボランティア活動者８名（避難所３名、スタッフ１、他４名） 

 

○７月２９日（火） 

・ １：３２スコップやゴミ袋等の物資を「なるせボランティアセンター」に送りた

いというメールが届く。ニュース報道が情報源であるということ。実際に必要として

いないため、情報の再確認を求めるメールを返信する。 

・ ８：３０災害対策本部・課長会議出席 

 ・ボランティアの登録とマスコミの取材のための電話が朝からひっきりなしにかか

ってくる。マスコミの取材に時間を取られるのが困った。 

 ・避難所との連絡用にプリペイド式携帯電話を１台購入する。 

 ・避難所、民生委員、区長、役場職員、介護センター、ヘルパー、独居高齢者世帯

に家のかたづけチラシを配布する。 

 ・奥松島ホテル大観荘より、明日避難者の無料招待を行いたいとの申し入れがあり、

とりまとめを行う。 
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 ・鳴瀬町福祉課より災害貸し出し用の au 携帯電話１台を借用する。後に電波状況不

良のために返却する。 

 ・宮城県共同募金会から災害見舞金（全壊２万円、半壊１万円）を配分するので送

金するとの連絡があるが、断る。 

 ・ボランティア保険取扱いの確認情報 FAX あり。 

 ・社協職員派遣依頼について宮城県社協より照会あり。最低２、３日続けて来るこ

とが可能な職員以外は受け入れできないと回答する。 

・鳴瀬町災害対策本部会議において、ボランティアの受け入れスペースについて協議

する。 

 ・ボランティア活動の拠点として中央公民館２階全室の使用許諾を受ける。 

 ・町内で活動するボランティアについては「なるせボランティアセンター」指定の

ワッペンをつけていることを確認するように、役場職員、警察・消防に依頼する。 

・ボランティア情報を掲載した関係機関（宮城県社協、日赤宮城県支部防災ボランテ

ィアセンター、みやぎＮＰＯ情報ネット）のホームページを宮城県のホームページが

リンクする。 

※ボランティア活動状況 

登録ボランティア１３名（県外４名） 

本日のボランティア活動者８名（避難所３名、スタッフ１名、他４名） 

 

○７月３０日（水） 

１８：３０宮城県災害対策本部記者会見で、ボランティア活動の記録と情報発信を行

うと発表される。これ以後、宮城県社協では、宮城県にボランティア活動について報

告しなければならず、被災地の５社協（鹿島台町，南郷町，矢本町，河南町，鳴瀬町）

は、翌日 31 日から毎日１６時までにボランティアの活動報告を FAX で行わねばならな

くなった。 

・中央公民館２階講義室にボランティア派遣・調査本部の移設を決定、業務の振り分

けを行う。 

 ・ボランティアセンター：ボランティアの登録管理・派遣依頼受付、避難所連絡調

整、他のボランティア活動受け入れ、情報収集、広報、ひのきしん隊との調整 

 ・公民館２階：かたづけ隊本部、ボランティア派遣受付、マッチング、調査部、作

業本部 

 ・対応担当者の再確認 

  統括：菊池（社会福祉協議会事務局長） 

  主任：音羽（鳴瀬町災害対策本部会議出席者） 

  情報：小島（ボランティア；レスキュウナウ・ドット・ネット（当時）、本研究開

発プロジェクトチーム研究分担者） 

  ボランティア受け入れ：学生ボランティア１名 

  かたづけ隊事務局：社会人ボランティア１名、学生ボランティア１名、管内職員 

  調査班：社会人ボランティア１名 

  作業班：管内職員 
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  ヘルプ：鳴瀬町社協職員１名 

 ・物品等の準備作業（事務用品・各種ボード・電話・作業用具）を行う。 

 ・作業に必要な用具については役場より借用することとなる。 

１９：０２共同通信が「（南郷町は、全世帯にボランティアを派遣しているのに、鳴瀬

町では高齢者や障害者などの災害弱者世帯にしかボランティアを派遣していないの

で、）ボランティア受け入れに（南郷町と鳴瀬町では）差（があり） 被災地（の鳴瀬

町）住民から不満の声（が出ている）」という報道を行う。 

※そのため、県の災害対策本部からその理由を尋ねる電話が「なるせボランティアセ

ンター」にかかって来た。しかし、具体的な苦情は、住民からは来ていない。 

 「なるせボランティアセンター」としては、ボランティアの派遣は主に災害弱者世

帯を中心に行っているが、それ以外の世帯からの要請があれば、ボランティアを派遣

しているというのが実態である。そこで、翌日 31 日の県災害対策本部の記者会見では、

「概ね災害弱者を中心に鳴瀬町ではボランティアを派遣している」という注釈を発表

を入れることになった。また、共同通信の報道をきっかけに鳴瀬町に来るボランティ

アの数が増えた。 

※ボランティア活動状況 

登録ボランティア２１名（県外３名） 

本日のボランティア活動者１４名（避難所９名、スタッフ１名、他４名） 

 

○７月３１日（木） 

＜鳴瀬町災害対策本部発表被害状況報告第１４報＞ 

 重傷４人、軽傷３１人、全壊１０棟、半壊７６棟、一部損壊３９４棟 

・１９：１１朝日新聞が「被災地に不審なボランティア、お金や食事要求」という報

道をする 

※ボランティア活動状況 

登録ボランティア４３名（県外１４名） 

本日のボランティア活動者４０名（片付け１３名、避難所１５名、マッサージ２名、

スタッフ３名、他７名） 

 

＜８月１日（金）以降、省略＞ 
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ⅱ)これまでのボランティア活動状況の集計 

７月２８日～８月１５日 ボランティア登録 257 名・実活動者 279 名（延べ 489 人） 

 

 県内 県外  

登録者数 １９２名 ６５名  

活動者数 １３２名 ４７名 延べ活動者数４８９

名 

作業ボランティアの活動状況 避難所での活動状況 

依頼・調査 １０４件 

うち作業完了 ４６件 

（危険区域・大規模作業等は除外） 

避難所数 ７箇所（依頼箇所のみ） 

活動期間 １９日間（７／２８～８／１

５） 

活動人数 １６４名（宿泊者のみ） 

その他の活動 

事務局スタッフ・避難所等でのマッサージ・避難所での入浴サービス・イベン

ト招待（みなと祭等） 
 
 

ⅲ)（特に情報伝達に関して）実際に活動を行った上での改善点や他市町村に対しての

教訓について 

・ボランティアの登録の際に、ボランティア登録した257人（実際に来たのが179人）につ

いて「なるせボランティアセンター」についての情報はどこから入手してボランティアセ

ンターに電話したのかを個々のボランティアに聞き、ボランティア登録カードに記入する

ようにしていた。それによると、担当者の聞き忘れが４３％あったが、新聞・テレビから

２８．４％、ホームページから１５．６％、公的機関から７．４％、その他５．７％、不

明（聞き忘れ）４３％。県外からのボランティアに限っては、３７．８％がホームページ

が情報源であった。県内からのボランティアの約8割は、新聞・テレビを情報源としていた。

ホームページを情報源としている県内外ボランティアの比率が高い。情報源不明の中にも

かなりの数のボランティアがホームページを情報源としていたのではないか。 

・７月３０日の宮城県災害対策本部記者会見以後、宮城県社協にボランティア活動に

ついて、翌日から毎日１６時までにボランティアの活動報告を FAX で行わねばならな

くなったことは、「なるせボランティアセンター」のボランティアコーディネーション

業務の負担となった。あるいは、ボランティアの活動状況の宮城県社協への報告は、

「なるせボランティアセンター」のホームページに掲載することで済ませてしまえば、

情報の一元化が図れ、ボランティアセンターの業務の負担にはならなかったであろう。 
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d) 南郷町社会福祉協議会実態調査 
調査対象：南郷町社会福祉協議会 
調査日時：2003 年 10 月 15 日（水）10 時 20 分～12 時 00 分 
調査結果 
 
ⅰ)ボランティアセンターの運営について 
南郷町では、７月２６日の３度にわたる強い地震の揺れにより、人的被害と住宅の全

壊・半壊・一部破損の被害を受け、災害対策本部を設置した。南郷町社協と災害対策本部

が協議し、ボランティアに関する災害復旧活動は南郷町社協が主体となって実施していく

ことを決定した。その後、南郷町社協と他のボランティア団体とで「南郷町災害救援ボラ

ンティアセンター」の立ち上げについての検討を行い、災害救援ボランティアセンターを

設立した。 
災害救援ボランティアセンターの運営内容を時系列に従って下記に示す。（出典：社会

福祉法人南郷町社会福祉協議会の広報誌「ふれあいネットワーク こんにちは社協です」

No.175 より） 
 
７月２７日（日） 
・「南郷町災害救援ボランティアセンター」立ち上げ検討のため、町ボランティア友

の会、みやぎ災害救援ボランティアセンター、NPO 先進ボランティア、県社協、町
社協等の関係者で会議を開き、３０日に設立し８月１２日までの活動期間を決定す

る。 
・センターの基本方針、組織体制の決定。 
・ニーズ募集チラシを作成し、避難所で配布。 

７月２８日（月） 
・ニーズ募集チラシを朝刊へ折り込み。 
・センター設立のお知らせとニーズ及びボランティア募集のため、チラシの配布や関

係機関、マスコミ等へ周知。 
・徐々に集まりつつあるニーズへ、集まっているボランティアで取り急ぎ対応を開始。 
７月３０日（水） 
・「南郷町災害救援ボランティアセンター」設立。本格的に活動を開始。 
・防災無線によりニーズ募集の広報。 

８月４日（月） 
・センターの「活動支援資金口座」の開設、募集要項の周知。募集期間は１２月１９

日まで。 
８月７日（木） 
・防災無線により「ニーズ受付は８月１０日（日）正午まで」と「センターの活動期

間は８月１２日正午まで」と広報。 
８月８日（金） 
・防災無線と同じ旨のチラシを朝刊に折り込み（１２日以降の体制や活動方針等を含

めた内容） 
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・民生委員より高齢者世帯等を含めた要援護者宅の片づけ状況調査の報告を受け、ニ

ーズに対して早急に対応。 
８月１０日（日） 
・正午でニーズを受付終了。 

８月１１日（月） 
・全てのニーズに対応し、センターとしての作業活動の一切を終了。 

８月１２日（火） 
・午前中、センターの後片づけ、書類整理等。 
・午後３時より「南郷町災害救援ボランティアセンターステップアップセレモニーを

開き、既存の「南郷町社会福祉協議会・ボランティアセンター」に規模を縮小し、

今後は生活支援サービスへ事業内容・運営機能を移行する。 
 
 ７月２８日から８月１２日までの１７日間で、受付ボランティアの総数が１９７０名、 
ボランティア活動件数の総数が３０３件（ボランティアのニーズ受付件数が３３１件、キ

ャンセルや対応不可の件数が２８件）、延べの活動人数が２２６１人であった。 
 災害救援ボランティアセンター運営に際してネックになったこととして、毎日ボランテ

ィアが何人くらい集まってくれるだろうかという不安と、活動の中心的な役割を果たすボ

ランティアコーディネータにどういった人を充てればよいだろうかということが挙げられ

た。初期の段階には、阪神・淡路大震災に参加したボランティアや「東京災害ボランティ

アネットワーク」の人たちの協力を得ていた。その後は、近隣の社会福祉協議会から職員

を派遣してもらい、各部門の各班のリーダとしてコーディネータの役割を担ってもらって

いた。 
 
ⅱ)IT 活用について 
ボランティアを集めるために、以前からある社協のホームページを活用したり、マスコ

ミ関係の報道機関、レスキューナウ・ドット・ネットなどの協力を得て、そこで募集して

もらう方法や、ＮＨＫのネットなど、できるだけ知りうる限りの情報機関への呼びかけを

行っていた。 
 社協のホームページにおいて「南郷からの手紙」という形で、日々の日記のような形態

でボランティアセンターの状況を掲載していた。センターの状況を文書だけではなく写真

も載せて伝えていた。この Web ページの更新は、ブロッグ（blog）を活用し、メールを送
ることにより情報の追加を行っていた。 
 IT 活用という面において一番幸いだったのは、事務所のロッカーが倒れるなど部屋の中
がめちゃくちゃな状態になっていたが、パソコンが生き残っていたということであった。

パソコンも外観的には傷ついたものもあったが、中身が無事だったので、パソコンを有意

義に使えたのは大きかった。 
 普段は電話回線１本をｉナンバーでＦＡＸと電話を切り替えて使っていたが、情報の問

い合わせやこちらからの呼びかけの際などに、電話回線１本ではパンクするのが目に見え

ていたので、仮設の電話を２台設置した。ＦＡＸは事務所の電話で受けるようにし、電話

はニーズの受付で１本、ボランティアに関する問い合わせで１本使うようにしていた。こ
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の他に、日本財団を通じてモトローラから無線機１０台を借りて使用していた。また、携

帯電話３台を管内の他の社協から無償で提供してもらい使用していた。 
 
ⅲ)町役場との関係、および、対応について 
 町役場との関係については、災害対策本部と社協の間で、ボランティアに関する災害復

旧活動は南郷町社協が主体となって実施していくことで合意していた。災害対策本部への

情報の問い合わせは、情報が錯綜しないように事務局長を通して一本化し、電話か直接行

っていた。 
 
ⅳ)実際に活動を行った上での改善点や他都道府県社協に対しての教訓について 
 マスコミから多くの問い合わせや取材があったため、マスコミ対応は基本的に事務局長

一人に限定して行っていた。また、マスコミ対応を１０時と１５時に毎日２回行っていた。

ボランティア本部にはプライバシーに関わるものもあるため、ボランティアのスタッフだ

というパスを首から提げていないと部屋に入れないようにしていた。 
 ボランティアセンターを運営していく上で、「今日のボランティアの実績は何人でした

か？」や「町の具合はどのような感じですか？」など、各関係機関から、それぞれの立場

で問い合わせがあった。それぞれの問い合わせに対して、それぞれ答えていたが、その辺

をある程度１本化できたらよかったかなという話を、県社協や関係機関の方々としていた。 
 住民からボランティア業務を引き受ける場合に内容を聞き、災害救援ボランティアがで

きる業務とできない業務にわけ、できない場合は断っていた。例えば、屋根に上がっての

作業やブロック塀を倒すなどの作業は危険を伴うため断っていた。ただし、業者さんが屋

根から降ろしたものを片づけることは行って良いことにしていた。 
ボランティア参加者が出かける際に注意事項として、「屋根の上に上がる作業、ブロッ

ク塀を壊すという作業、墓石を立て直す作業」の三つは危険を伴うので、ボランティアと

してやっては行けない作業として注意を促していた。 
南郷町の世帯数が１８００くらいなので、あまり多くのボランティアの人が入ってくる

と大変なことになるので、阪神・淡路大震災のボランティア経験者のアドバイスで、２，

３日後からボランティア参加者を県内に限定している。ただし、県内に限定をしているの

を知らずに出発してきている人もいたので、その場合は一応受付してボランティアを行っ

てもらっていた。 
南郷町の周りに「南郷町」という道路標示があまりなく、駅も隣町に行かないとならな

い。地図が町のホームページに載っていないので、地図をホームページで示す必要性を感

じていた。場所についての問い合わせが何件もあった。対処方法として、ボランティアセ

ンターに向かう道に、いくつか「ボランティアセンターはこちら」という看板を臨時で立

てていた。 
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e) 宮城県社会福祉協議会実態調査  
調査対象：宮城県社会福祉協議会 
調査日時：2003 年 10 月 15 日（水）15 時 00 分～17 時 00 分 
調査結果 
 
ⅰ)ボランティアセンターの運営について 
 宮城県社会福祉協議会では、宮城県北部連続地震の災害対策本部を７月２６日から８月

１９日まで設置し、以下の活動を行った。（引用文献：社会福祉法人宮城県社会福祉協議会

（災害対策本部）「宮城県北部地震災害関係ニュース 第９号」2003 より） 
 ・被災地の災害情報の収集（被災地の状況把握のための現地調査） 
 ・ボランティアセンター立ち上げ支援（ボランティア活動の調整） 
 ・現地社協支援のための県内外社協職員派遣の要請・調整 
 ・各社会福祉関係機関・団体との連絡調整（施設種別協等との連絡調整） 
 ・福祉救援活動資金の送金、災害復旧活動資金の協力依頼 
 ・生活福祉資金災害援護資金相談業務 等 
この他に、広報活動として災害対策本部ニュースの発行（Vol.9 まで）とボランティア関
連情報の発行（Vol.15 まで）を行っていた。また、現地社協への支援のため、宮城県社協
から延べ１７０名が活動を行ってきた。 
 宮城県社協がま止めた各町のボランティアセンターの活動実績を下記に示す。（出典：「宮

城県北部地震災害関係ニュース 第９号」社会福祉法人宮城県社会福祉協議会（災害対策

本部）発行より）なお、この活動実績は８月１２日までのものである。 
 

○ボランティアの活動状況 

（１）高校教員及び生徒 延べ １４４名（その他自主的に活動している生徒は多数）     

（２）一般ボランティア   延べ             ４，４２７名 

（３）被災建築物応急危険度判定業務のボランティア  延べ ６１９名 

 

○各町 VC の活動実績  （12 日までの実績） 

 

町名 活動者 活動期間 
ニーズ 

実施数 
実施内容 

南郷町 2089 名

7 月 26 日～8 月 12

日 

(18 日間) 

280 件 
・屋内外片付け清掃 

・ごみ捨て草刈他 

鳴瀬町 480 名

7 月 26 日～8 月 15

日 

(21 日間) 

 

199 件 

・屋内外片付け清掃 

・避難所の見守り 

･役場との連絡調整 

･救援物資、食料等配

布 
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矢本町  1075 名

7 月 26 日～8 月 10

日 

(16 日間) 

227 件 

・屋内外片付け 

・マッサージケア 

・心のケア（話し相手等

の精神的フォロー） 

河南町 515 名

7 月 26 日～8 月 8

日 

(14 日間) 

103 件 ・屋内外片付け清掃 

鹿島台町   268 名

7 月 26 日～8 月 10

日 

(16 日間) 

35 件 ・屋内外片付け清掃 

合  計 4427 名  844 件  

 
 宮城県社協から県内社協などに被災地社協への職員派遣協力を依頼したところ、６８市

区町村・地方社協、北海道東北ブロック社協から延べ約４３０名の応援協力が得られてい

た。派遣職員の主な活動内容は、災害救援ボランティアセンター運営業務、社協運営業務

等と生活福祉資金貸付相談業務であった。 
                                               

ⅱ)IT 活用について 
 ７月２７日から宮城県北部連続地震関連のホームページを立ち上げていた。普段からあ

る宮城県社協のホームページ（URL は http://www.cc.rim.or.jp/~mswc/ ）から災害情報の
ページをリンクしていた。ホームページ以外の情報発信手段として、ホームページの掲載

内容をプリントアウトして、宮城県社協１階の災害救援ボランティアセンター本部の壁に

貼って、出入りするボランティアの人に見てもらっていた。 
ホームページを見てもらって、ファイルをダウロードしてもらっていたが、ペーパーと

して情報が欲しいというところには、FAX やペーパー持参を行っていた。配布先は、災害
対策本部、県庁の関係部局、災害救援に関わる NPO で、そこ宛に FAX で送っていた。NPO
については、大体５カ所ほどに発信していた。また、災害救援ボランティアセンター本部

に来た報道関係者などへの配布も行われていた。 
被災地社協からの情報収集は、現地５カ所に２名体制で県社協のスタッフを７月２８日

から派遣して行っていた。被災地のボランティア活動状況や職員派遣についての情報など

を集めていた。被災地の社協との情報やり取りは、主に FAX、電話で行っていた。南郷町
と鳴瀬町の社協とは電子メールで情報のやり取りができていた。収集した情報は、災害対

策本部の広報班がホームページにアップしていた。 
 

ⅲ)被災５町村社協との関係、および、対応について 
県社協の災害対策本部から被災地の社協にスタッフを派遣し、情報収集を行っていた。

各被災地社協のボランティア参加者数などの情報を毎日県社協の災害対策本部に報告をし

てもらっていた。  
被災地の社協から具体的な物資の要請は特になかったが、一番相談があったのはパソコ
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ンや人のことであった。被災地の社協には近隣の町村の社協職員がボランティア的に応援

に入っていた。災害救援が長期化しそうだったため、県社協のほうから県内の全部の市町

村社協に文書で応援を要請し、延べ３８０名くらいの社協職員の応援を得ることができて

いた。 
 
ⅳ)実際に活動を行った上での改善点や他都道府県社協に対しての教訓について 
 県行政、仙台市の地域防災計画や消防計画の中にボランティア関連のものが１項あるが、

具体的なものではない。そこで、社協が災害救援ボランティアセンター機能を担った場合、

県の行政としてはどういう応援ができるのかという話を行政としている。今回は何にもな

いところで動いたので、反省と振り返りをしながら、災害救援ボランティアセンターとし

て初動期はどういうふうにしたらいいのか、中期、長期はどうしたらいいのかという具体

的な行動パターンは練っていこうとしている。また、宮城県に災害救援ボランティアのマ

ニュアルがないので、共同で、行政、社協、民間団体も含めてマニュアルも作りたいと考

えている。 
 災害時に人海戦術がいかにうまく機能して連携行動がとれるかとれないかで、人がいな

いときに行政とか NPO 関係者から応援に来て、一手に情報管理をするとか、集計管理を
するとか、そういう役割分担がきちっと整っている状態で震災を受けるのと、今回のよう

に整ってない状態で震災を受けるのとではぜんぜん違ってくる。そのような応援体制とか、

組織間の例えば協定を結んでおくとかいうことが災害時には大事になってくる。 
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f) 震災フォーラム「～宮城県北部連続地震から学ぶ～」 
開催日時：平成１５年１２月３日（水）１２：３０～１６：１５ 

開催場所：仙台市シルバーセンター交流ホール 

主催：宮城県、社会福祉法人宮城県社会福祉協議会 

日程： 

１２：３０ 開会あいさつ 宮城県社会福祉協議会 会長 丹野諒二 

１２：４０ 報告「宮城県北部連続地震被災地社協の活動報告について」 

        報告者：宮城県社会福祉協議会 地域福祉部 部長 尾形正志 

１２：５５ パネルディスカッション「その時、被災地社協はどう動いたか」 

   パネラー：①鹿島台町社会福祉協議会 福祉活動専門員 木根内陽子氏 

②南郷町社会福祉協議会  福祉活動専門員 永沼威雄 氏 

③矢本町社会福祉協議会  事務局長    津田恒一 氏 

④江南町社会福祉協議会  事務局次長   伊藤勝弘 氏 

⑤鳴瀬町社会福祉協議会  福祉活動専門員 音羽博之 氏 

コーディネーター：宮城県社会福祉協議会みやぎボランティア総合センター 

                              所長 田村武暢 

 

１４：３５ 交流セッション「行政やＮＰＯ、他機関との連携を考える」 

       パネラー：①鳴瀬町総務課      主幹兼防災係長 小林 勇 氏 

            ②NPO法人杜の伝言板ゆるる    代表  大久保朝江氏 

            ③NPO法人ハートネットふくしま 理事長  吉田公男 氏 

      コーディネーター：大妻女子大学人間関係学部 助教授  干川剛史  

                   （本研究開発プロジェクトチーム 研究代表者） 

１６：１５ 閉 会 

 フォーラムの主旨：平成１５年７月２６日に発生した宮城県北部連続地震は、被災地に

大きな被害とともに様々な課題をつきつけた。このフォーラムでは、被災地内外の社会福

祉協議会の今回の震災に対する対応を検証し、それを踏まえて、今後発生が予想される宮

城県沖地震等の災害に備えて、社会福祉協議会、行政、ＮＰＯ、ボランティア、その他の

団体が、それぞれの立場で何ができるのか、また、それらの間でどのように連携していく

べきかについて、そのあり方を模索した。 

 

ⅰ)報告「宮城県北部連続地震被災地社協の活動報告について」 

 社会福祉法人宮城県社会福祉協議会：宮城県北部連続地震 社会福祉協議会救援活動報

告書、2003 を参照して、e)宮城県社会福祉協議会実態調査と同様の内容が報告された。 
 

ⅱ）パネルディスカッション「その時、被災地社協はどう動いたか」 

 被災地５町の社協職員からそれぞれの活動について報告が行われ、今後の宮城県沖地震

を含めた災害への対応のあり方が議論された。 

 その中で災害救援におけるIT利用の有効性という点で注目すべきものとして、鳴瀬町社

協の音羽氏から、「ホームページを利用した情報発信の有効性と、災害対応における町行政
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との連携」というテーマで、以下のような観点での報告がなされた。 

◆引用文献：宮城県／社会福祉法人宮城県社会福祉協議会『震災フォーラム「～宮城県北

部連続地震から学ぶ～」プログラム』（p13） 

 

 １ 地震の様子と初期対応 

 ・地震発生 

  情報収集 

  明るくなってから現地状況の確認 

  （７月２８日）月曜日に具体的ニーズとして避難所ボランティア（が必要となり

募集の情報発信をホームページで行う） 

 

 ２ 社協・ボランティアセンターとボランティア活動 

 ・災害救援ボランティア 

  活動をどのように進めていくか 

 ・需要と供給 

 

 ３ 他機関と連携 

 ・行政（災害対策本部）との関わり 

 ・ボランティア関連の団体との関わり 

 ・マスコミとの関わり 

  ※迅速かつ効果的な連携行動のためには、「顔の見える信頼関係」が必要 

 

 ４ 今後の課題 

 ・ボランティアの活動拠点について 

  場所の確保 

 ・ボランティアニーズの把握について 

  被災地、被災者の情報の把握 

 ・ボランティアに関する情報の発信について 

  最新の正確な情報（が必要） 

 （被災地からの遠隔地に対しては、ホームページによる情報発信が有効。被災地内

部と被災地周辺地域に対しては、テレビ・ラジオ・チラシなどでの情報発信が有効） 

 ・災害ボランティアセンターの設置運営方法について 

  災害規模と地域防災計画との関連性 

 

 ５ 今後に備えて 

  ・（社協職員が被災したことを想定した）マニュアルの重要性 

   自らの位置づけの確認 

   （地図が必要、インターネットに接続するノートパソコンが必要） 
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ⅲ)交流セッション「行政やＮＰＯ、他機関との連携を考える」 

○鳴瀬町総務課      主幹兼防災係長 小林 勇 氏の報告 

 鳴瀬町の被害状況と町の災害対応について概要を報告した。 

 鳴瀬町は役場の中に社協があり、被災地５町の中で唯一、震災後、災害対策本部の会議

に社協の職員を入れた町である。 

 震災時の行政から見た、社協との関わり、実際にどのような動きを（連携）をとったか、

を報告した。震災後、役場は住民の対応で精一杯だったので、ボランティアについては、

全て社協に任せた。 

 

○NPO 法人杜の伝言板ゆるる    代表  大久保朝江氏の報告 

 「伝言板ゆるる」とは、ボランティア情報誌のフリーペーパーを月に１回出しているＮ

ＰＯである。 

 今回の地震でも、宮城県から委託を受けている、宮城県のＮＰＯ支援 WEB サイト「みや

ぎＮＰＯ情報ネット」で、ボランティア関連の情報を流した。詳細は、以下のレジュメの

通りである。 

 宮城県社会福祉協議会関係者によれば、実際には、いろいろ上手くいかない点があった

ので、現場の混乱を避けるために、ボランティア関係の情報は全て県社協から流すという

やり方をした。 

 

◆引用文献：宮城県／社会福祉法人宮城県社会福祉協議会『震災フォーラム「～宮城県北

部連続地震から学ぶ～」プログラム』（p16-17） 

「宮城県北部連続地震 災害救援ボランティア募集情報」の発信について 

■みやぎＮＰＯ情報ネットによる、情報発信 

 南郷町災害救援ボランティアセンター立ち上げのニュースを受け、災害救援ボランテ

ィア情報の発信を開始（７／２８）。以後、災害救援ボランティア募集終了の８／１２

（火）まで（鳴瀬町のみ８月下旬まで）、情報を定期更新。 

 

［ページ構成の経緯］ 

 ７月２８日（月） 午前：ボランティア募集情報のページを作成 

              （この時点では南郷町の情報のみ把握） 

          午後：鳴瀬町の募集情報を把握し、南郷町・鳴瀬町それぞれにペ

ー               ジを作成。 

               （以後、定期確認で情報更新の度に反映） 

 ７月２９日（火） 矢本町の情報掲載開始（同上）。 

 ８月 ４日（月） 河南町の情報掲載開始（同上） 

 ８月 ５日（火） 鹿島台町の情報掲載開始（同上） 

          ＮＰＯ法人いしのまきＮＰＯセンターの情報掲載開始（同上） 

 ８月１１日（月） ５町別ページを改め、５町分を１ページに。 
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■閲覧件数 

   ［トップページ］ 

     ○期間中の総アクセス数・・・3,814 件（７／２８～８／１２の１６日間）

     ○１日の最多アクセス数・・・688 件 

■情報の収集について 

 ［情報源］ 

  ●みやぎボランティア総合センターへの電話確認（毎日１０：００と１８：００）

  ●被災５町の各社会福祉協議会（必要時） 

  ●南郷町・鳴瀬町各社会福祉協議会および河南町のホームページ 

 ［情報収集方法］ 

 ①「宮城ボランティア総合センター」への定時確認電話 

                （１０：００頃と１８：００頃／期間中毎日） 

 ②「宮城ボランティア総合センター」発行の情報紙を確認 

                （配信をセンターに依頼） 

 ③鳴瀬町社会福祉協議会のホームページで確認 

                （期間中毎日／午前・午後の各１回） 

 ④被災各町のホームページで確認（期間中毎日／午前・午後の各１回） 

 ⑤上記の情報収集の中で確認を要する事項が発生した場合、現地に電話で確認 

 

※課題： 

 ・踏み込んだ情報収集ができず、ホームページでの情報発信にきめ細かさが欠け、現

地の大変さが伝わらなかった。それが、今回の震災に対する宮城県内のＮＰＯの対応に

危機感が欠ける一因となったように思われる。 
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「みやぎＮＰＯ情報ネット」災害救援ボランティア情報へのアクセス件数 
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8/1～12 2,051   622  570  483   81 108  59  23 

 総計 3,814  1,095 1,042  647   81 108  59  23 
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○NPO 法人ハートネットふくしま 理事長  吉田公男 氏の報告 

 震災後、一番早く駆け付けた県外の NPO の関係者である。被災地の５町全てを回り、特

に南郷町、鹿島台町ではボランティアセンターの立ち上げと運営をサポートした。 

 今回の震災は、宮城県の被災地では、ボランティアの受け入れも初めての経験だったの

で、県外のボランティアの受入にも現場では当初、相当戸惑いがあり、受け入れるまでに、

かなりの時間を要し、いろいろ誤解された部分もあったように思われる。 

 

○コーディネーターのまとめ 

 今後発生が予想される宮城県沖地震に備えるためには、被災地各地でボランティアのコ

ーディネートを中心的に行う役割を担う社会福祉協議会が、宮城県内外の行政、ＮＰＯ、

ボランティア、企業、専門家などと平常時から防災訓練、研究会、シンポジウムなどのイ

ベントを通じて、また、防災をテーマとするITを活用した日頃からの情報共有・交換を通

じて「顔の見える信頼関係」をつくりあげることによって、発災時に迅速かつ効果的な連

携行動をとれる体制を築くことが不可欠であることが確認された。 

 さらに、東海地震に臨戦体制で備えている静岡県防災局とＮＰＯ法人静岡ボランティア

協会の職員（災害情報支援システム研究会メンバー）のフロアーからの実戦的な発言もあ

り、大規模地震の発生が切迫している宮城県と静岡県の間の行政、ＮＰＯ、社会福祉協議

会などの防災関係団体の（東北と東海という地域ブロックを越えた）広域的な相互連携の

必要性が提言された。 
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3) 津波災害に対するＩＴ活用の現状と課題 
防災情報シンポジウム ～地域における防災・災害情報ネットワークのあり方～ 
開催日時：平成１５年１１月２１日（金） １３時３０分～１７時００分 
開催場所：岩手県田老町役場３階大会議室 
主催：岩手地区ギガビットネットワーク研究会、田老町、通信・放送機構岩手 IT 研究開 
発支援センター岩手県地域連携研究センター、財団法人岩手県学術研究振興財団 
 
a)シンポジウムの目的について 
 「津波防災の町宣言」を始めとして防災への積極的な取り組みで知られる田老町におい

て、県内外の防災・災害情報ネットワークに関する先導的な研究・活動・技術動向に関す

る講演を行い、産学官の意欲ある取り組みへの認識を高めるとともに、参加者による「地

域」と「防災」と「情報」をキーワードとした意見交換を行うことにより、住民の安心・

安全・快適な生活を実現するための「地域における防災・災害情報ネットワークのあり方」

について広く提言することを目的として、シンポジウムが開催された。 
b)シンポジウムの特徴  
 このシンポジウムの模様は、国土交通省による「河川・道路管理用光ファイバー」及び

通信・放送機構による「研究開発用ギガビットネットワーク（JGN）」を利用し、岩手Ｉ
Ｔ研究開発支援センター（岩手県滝沢村）、静岡県立大学（静岡県静岡市）との３会場間

で高精彩映像によるリアルタイム中継を実施した。（※図 3(a)） 

  

図 3(a)接続構成概要 
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c)プログラム 
 13：30～13：40 開会、挨拶 
 13：40～14：10 テーマⅠ「田老町における防災への取り組みと課題」 
          田老町総務企画課 課長 吉水 誠 氏 
 14：10～14：40 テーマⅡ「災害時における情報通信手段のあり方」 
          岩手県立大学ソフトウェア情報学部 教授 柴田 義孝 氏 

（本研究開発プロジェクトチーム 研究分担者） 
 14：40～14：50 （休憩） 
14：50～15：20 テーマⅢ「大規模災害を想定した住民・ボランティア団体向け 
情報交換支援システム」 
          静岡県立大学 経営情報学部 助教授 湯瀬 裕昭 氏 

（本研究開発プロジェクトチーム 研究分担者） 
 15：20～15：50 テーマⅣ「地方における無線 LAN 活用事例と防災ネットへの適用」 
          ㈱KDDI 研究所 プロジェクトリーダー 山崎 克之 氏 
 15：50～16：00 （休憩） 
16：00～17：00 ディスカッション 
「地域における防災・災害情報ネットワークのあり方」 
         司会：柴田教授  パネリスト：吉水氏、湯瀬氏、山崎氏 
17：00   閉会 
d)内容 
 田老町としての津波防災を中心とした取り組みと課題についての報告があった。その中

で、津波避難と危機意識の風化、システム・ネットワークについて等々を取り組みと課題

として挙げられた。 
 その後、岩手県立大・柴田教授より災害時の情報通信について。静岡県立大・湯瀬助教

授より静岡県立大で実際に取り組みが行われている安否確認や、静岡県庁や静岡県を中心

とするボランティア団体等で構成する toukaijishin.net の運用について。ＫＤＤＩ研究
所・山崎氏より、地方における無線ＬＡＮを活用したシステムについてと、それぞれの分

野における最新事例の報告がされた。 
 最後のディスカッションでは、それらの状況を踏まえ、具体的に今後どのような防災に

関するシステムやネットワークの構築が出来るようになるのか。また、それにはどのよう

な課題が残されているのか等の議論を行った。 
 当研究開発チームとしては、「津波からの避難」

という分野における、１分１秒を争う必要のある

状態時に、いかに多くの人々に情報を伝えるか。

そのための方法は、今日では何が利用でき、近い

将来にはどのようなことが利用できるようになる

のかということについての最新状況を収穫できた

こととなり、来年度以降のシステム構成にも盛り

込んでいくべき材料・項目を得ることのできた、

貴重なシンポジウムとなった。 
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4) 防災情報システムにおけるＧＩＳ活用の実態と課題 
シンポジウム「災害対応と空間情報の活用 －能登の知恵に学ぶ－ 」 
開催日時：２００４年２月２８日（土）１３：００～１８：００ 
開催場所：星稜女子短期大学大講義室（石川県金沢市） 
主催：星稜女子短期大学 
 
a)シンポジウムの目的について 

能登半島の日本海に面した「外浦」一帯の地方は、昭和５０年代前半まで、しばし

ば人名喪失を伴う重大な海難事故が発生していた。このような事故や災害に対処する

ため、この地域には今日、他の地域ではほとんど見られなくなってしまった「ヨボシ

ゴ・ヨボシオヤ」や「テッタイ」などの様々な風習や習慣、住民組織が今でも存在し、

その機能を果たしている。 

実際、平成７年１月のナホトカ号重油災害のときは、全国から集まったボランティ

アにより回収活動が行われたことは記憶に新しいところではあるが、「多数のボラン

ティアが駆けつけた」のは、能登半島では油の漂着がマスコミで大きく取り上げられ

た一部の海岸線に限られたものであり、その他の地域では、地元の住民組織が中心と

なり、他の地域の人々の力を借りることなく回収活動が行われた実態はあまり知られ

ていない。 

一方、阪神大震災を契機に災害に対処するための空間情報活用の必要性が叫ばれる

ようになり、ナホトカ号災害の際にも、地域ごとに異なる海岸線の特性を考慮した回

収活動を行った方がより効率よく、かつ、後の影響を軽減することができたといった

研究報告が多数なされている。いずれにせよ、「災害対応」にあたり、いかに空間情

報を活用するかが今後の「災害への備え」として極めて重要であることが分かる。 

今回のシンポジウムでは、「能登地域」「空間情報」「災害対応」の３つを切り口

に、各分野の専門家の講演とパネルディスカッションという形で実施した。 

 

b)シンポジウムの内容 

シンポジウム：災害対応と空間情報の活用－能登の智恵に学ぶ－ 

 

第１部：能登の地域と暮らしに学ぶ１３：１０～１４：４５ 

◆ 基調講演 

・ヨボシゴ・ヨボシオヤと災害対応事例 山崎和恕 

星稜女子短期大学学長 

・能登の祭神と災害 宮本眞晴 

内灘町町議会議員 

◆ パネル討論能登の「共助システム」を考える １３：５５～１４：４５ 

パネリスト： 山崎和恕（星稜女子短期大学） 

宮本眞晴（内灘町町議会） 

大森重宜（星稜女子短期大学・山王神社宮司） 
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大舘小夜子（NPO 法人河北潟湖沼研究所） 

司会進行：  沢野伸浩（星稜女子短期大学） 

 

第２部：災害と空間情報の活用１５：００～１８：００ 

◆ 基調講演「防災とＧＩＳ最前線」角本繁 

（独）防災科学技術研究所地震防災フロンティア研究センター 

川崎ラボ災害対応情報 

◆ 事例報告 

・自治体と防災GISweb 富永裕之 

横浜市総務局危機管理対策室情報・技術課 

・カキコマップ、市民と防災まちづくりとGIS 柴田いづみ 

滋賀県立大学環境科学部 

・自治体の防災情報システムでのＧＩＳ活用事例干川剛史 

大妻女子大学人間関係学部 

（本研究開発プロジェクトチーム 研究代表者） 

◆ パネル討論：市民・社会の防災力向上にＧＩＳが果たす役割 

パネリスト： 角本繁、富永、柴田いづみ、干川剛史、沢野伸浩 

司会進行： 中川和之（時事通信社） 

 
 
 第１部ではまず宮本眞晴氏（津

幡町議会議員）による「能登の祭

神と海難事故」、山崎和恕本学学長

による「ヨボシゴ・ヨボシオヤと

災害対応事例」と題した基調講演

が行われた。 
 
 
 続いて「能登の「共助システム」を考える」と題したパ

ネル討論が宮本氏、山崎学長、大館小夜子氏（NPO法人 河
北潟湖沼研究所）、大森氏の４名をパネリストとして、沢野

氏の進行で行われた。 
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 第２部ではまず角本 繁氏

（独立行政法人 防災科学技
術研究所 地震防災フロンテ

ィア研究センター川崎ラボラ

トリー）による「防災とGIS
最前線」と題した基調講演の

あと、富永裕之氏（横浜市総

務局危機管理対策室 情報・技
術課）、中川和之氏（時事通信

社）、柴田いづみ氏（滋賀県立

大学環境科学部教授）、干川剛

史氏（大妻女子大学人間関係

学部助教授）の４氏による自治体（横浜市、東京都板橋区、

東京都目白区）や日本海重油災害、高知豪雨水害の際のインターネットやGISシステムの
活用事例が報告された。 
 
 
 次に角本氏、富永氏、柴田氏、干川氏、洙田靖夫氏（旭硝子株式会社産業医）、沢野氏の

６名をパネリストとして、「市民・社会の防災力向上にGISが果たす役割」と題したパネル
討論が中川氏による進行で行われた。 
 
 
c)成果 

本研究開発プロジェク

トチームへ大都市大震災

軽減化特別プロジェクト

Ⅲ－１「震災総合シミュレ

ーションシステムの開発」プロジェクトチームから、それが開発したＧＩＳシステム

を提供頂ける旨の下打ち合わせができ、また、星陵女子短期大学助教授の沢野氏にも

本研究開発プロジェクトチームへの参画依頼もできた。 
このように、大大特他研究開発プロジェクトチームの協力とＧＩＳ研究者の新規参

加を得て平成16年度の設計・協力体制を動かしていくことが可能となった。 
具体的な内容については、16年度の出来るだけ早い時期に第１回目の打ち合わせを

行い、具体化へ向けての作業へと移行していくことを予定している。 
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5)「静岡県災害情報支援システム研究会」との連携について 
 
 静岡県は、激甚な被害が想定される東海地震に備えて、「静岡県災害情報支援システム研

究会」を平成１２年９月に設置した。この研究会は、行政、ＮＰＯ、災害ボランティア、

学識経験者、IT の専門家などの県内外のメンバーで構成されている。 
 平成１２年９月から平成１３年９月かけて、災害情報支援についての検討を行い、静岡

県に対する提言書の作成を行った。この提言書「災害時に効果的な支援を行うための提言 

～協働による、フラットな情報コミュニティをつくろう～ 」は下記の URL からダウンロ
ードすることができる。 
 http://www.pref.shizuoka.jp/bousai/saisys/h13teigen.pdf 
 その後、同研究会は、提言書をもとに災害情報支援システムについての検討を行い、災

害情報支援システム「toukaijishin.net」を構築した。この災害情報支援システムは通称
「toukaijishin.net」と呼ばれており、東海地震に備えて都道府県の境界を越えた住民、防
災関係機関など相互の情報交換・共有を目的とした災害情報ポータルサイトを目指してい

る。「toukaijishin.net」の URL は下記のとおりである。 
 http://www.toukaijishin.net/ 
 同研究会では、「toukaijishin.net」の開発・改良を続け、防災訓練等で実際に試行を重
ねながら、災害時の効果的な行政、住民、防災関係機関など相互の情報交換・共有システ

ムづくりに取り組んでいる。 
 平成 15 年度は、「特定非営利活動法人 静岡県ボランティア協会」などと協力して 9 月
1 日の総合防災訓練で「toukaijishin.net」を使った訓練を行っている。静岡県ボランティ
ア協会が県内各地に災害ボランティア本部を立ち上げ、各地のボランティア本部や全県的

なボランティア本部間で「toukaijishin.net」使って情報共有するなどの訓練を行っている。
昨年までの「toukaijishin.net」のシステムは、情報交換・共有を Web 掲示板形式で行う
システムであったが、本年度はシステムを全面的に作り直し、blog 形式で情報交換・共有
ができるシステムに作り替えている。Web ページのフォームから情報入力をできるだけで
なく、blog 形式にすることで電子メールによる情報入力に対応することができるようにな
った。また、昨年までのシステムは携帯電話への対応が不十分であったため、携帯電話対

応についての改良を行っている。 
 総合防災訓練での「toukaijishin.net」試行に基づき、システムの改善点を明らかにし、
システムの改良を行っている。平成 15 年 12 月 7 日の災害時医療連携訓練で、情報ボラン
ティアによる「toukaijishin.net」を使った情報収集訓練をＰＲ活動を兼ねて行っている。
同年 12 月 31 日の大晦日から平成 16 年 1 月 1 日の元旦にかけて、災害時の各地の状況に
ついての災害情報収集・発信を想定した訓練を「toukaijishin.net」を使って行っている。
防災訓練での「toukaijishin.net」の試行とシステムの改良以外に、静岡県内に設置されて
いた「toukaijishin.net」のサーバを通信・放送機構岩手県 IT 研究開発支援センターに設
置し、同研究会は同センターの協力を得て、平成 15 年 12 月から岩手でサーバの運用を開
始している。同研究会にとって、東海地震で被災する可能性が高い静岡県内に

「toukaijishin.net」のサーバを設置していることが懸念材料となっていたが、同時に被災
する可能性が少ない遠隔地にサーバを移設し生存可能性を向上させることができた。 
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 上記のように静岡県災害情報支援システム研究会は、東海地震を想定した災害情報支援

システムを構築し、災害ボランティア、住民、行政機関などで相互の情報交換・共有を目

指している。構築した災害情報支援システムを各種の防災訓練で活用を続けるなど、研究

ベースだけではなく、実際の災害で使えるシステムを目指しており、静岡県ボランティア

協会などの協力機関との連携も密に行われている。本研究開発プロジェクトチームは、「大

都市大震災に対応可能なＩＴを活用とした自治体・防災機関・市民間の広域的災害情報共

有・交換システムモデル」を開発し、実証を行うためには、具体的な実証の場が必要とな

る。 
 そこで、本研究開発プロジェクトチームが、静岡県災害情報支援システム研究会と連携

し研究開発を行うことで、システムモデルの実証の場を得ることができる。他方で、同研

究会は、このシステムモデルを実証実験という形で使用することで、東海地震に対応可能

な災害情報支援システムを確保することができ、双方にとってこの共同開発は実り多いも

のとなるであろう。 
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6)「特定非営利活動法人 東京いのちのポータルサイト」との連携について 
 
 本研究開発プロジェクトチームは、そのメンバーが複数参加している「特定非営利活動

法人 東京いのちのポータルサイト」と、実証実験のためのサーバの運用・管理に関する

連携を行うこととなった。 
 
a)東京いのちのポータルサイトとは 
 「東京いのちのポータルサイト」は、この数年間、東京都内を中心にした多くのグルー

プ、個人が育ててきた構想で、ただ単にインターネットのＨＰをリンクするだけの「ポー

タルサイト」ではなく、「いのちのポータルサイト」とし

た所以は、東京をはじめ首都圏各地域で IT を駆使して情
報発信をしているグループがたくさんあり、これらの地域

や民間の力をもとに、平常時と災害時の両方で機能する緩

やかで大きな人と人とのつながり（市民ネットワーク）を

つくることを目的とした活動をする所にある。 
 この結果として生まれるものの一つとして、ネットワー

クの玄関口となるホームページ（ポータルサイト）である

という発想で活動をしている。 
 また、この活動については、内閣府『平成 15 年防災白
書』2003（p177-179）や、中央防災会議「防災情報の共有
化に関する専門調査会」等でも報告されている。 
 
b) 本研究開発プロジェクトチームとの連携について 
 特定非営利活動法人東京いのちのポータルサイトは専従職員が不在であること。また、

大都市大震災に対応可能な災害情報システムについてのノウハウが無いこと。しかし、平

常時だけでなく、大規模災害にも使用可能な高性能サーバー等の機器を保有している。 
 逆に、本研究開発プロジェクトチームは専門的知識や技術を有しているものの、大規模

災害に対応可能なサーバー等を保有していない。 
 そこで、相互に連携し合うことで、東京いのちのポータルサイトは、大規模災害に対応

可能な最新のシステムの利用をすることができ、かつ、本研究開発プロジェクトチームは、

東京いのちのポータルサイトが保有するサーバー等の機器を活用してシステムモデルの構

築・実証実験を実施することができるようになる。 
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7)「通信・情報機構岩手 IT 研究開発支援センター」との連携について 
 

 本研究開発プロジェクトチームは、システムモデルの設計・開発、実証実験の実施にお

いて「通信・放送機構岩手ＩＴ研究開発支援センター」から回線・機器・施設等の提供を

受けるという形で連携する。 

 

a)通信・放送機構岩手ＩＴ研究開発支援センターとは 

通信・放送機構岩手ＩＴ研究開発支援センターは、遠隔医療や伝統工芸など、地

域密着型の研究開発環境を用意し、産学協同による IT 研究開発の促進と、東北エリ

アでの研究機関の集約による地

域産業の振興を目的として、通

信・放送機構が設置した共同利

用型の研究開発施設となってい

る。 

このセンターから次世代の IT 関
連技術の研究開発環境を提供され、

本研究開発プロジェクトチームの研

究分担者が、防災・災害情報ネット

ワークの研究を行ってきた。 
 

 

b)本研究開発プロジェクトチームとの連携について 

    通信・放送機構岩手ＩＴ研究開発支援センターの最新かつ高性能の回線・機器・

施設。本研究開発プロジェクトチームがこれまで実態調査と実践活動経験に基づい

て練り上げてきたシステムモデルの基本構想との融合が、両者の連携の要となる。 

    具体的には、「研究開発用ギガビットネットワーク（Japan Gigabit Network）(以

下、「ＪＧＮ」と呼ぶ。）」（平成 16 年度からはＪＧＮがＪＧＮⅡとして更新される）

を活用した研究開発環境の提供を

受けて、また、システムモデルの

研究開発に必要な専門的知識・技

術を有する同センターの研究員の

参加を得て、本研究開発プロジェ

クトチームは、平成 16 年度以降、

実証実験に向けてＪＧＮⅡの利用

を前提としたシステム設計・開

発・構築を進めていく予定である。 
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8)本研究開発プロジェクトチーム打ち合わせ会議の概要  
 平成 15 年度の本研究開発プロジェクトチーム打ち合わせ会議は、以下のような開催場
所、日時、出席者、議題で行われた。 
 
a)第１回打ち合わせ会議 
・開催日時：平成 15 年 7 月 19 日 14 時 00 分～17 時 30 分 
・開催場所：通信・放送機構岩手県 IT 研究開発支援センター 
・出席者：干川剛史、柴田義孝、湯瀬裕昭、山瀬敏郎、小島誠一郎 
・議題：平成 15 年度研究開発プロジェクトの進め方についての審議、三陸南地震におけ
る情報通信の実態調査報告 
 
b)第２回打ち合わせ会議 
・開催日時：平成 15 年 12 月 17 日 15 時 30 分～18 時 00 分 
・開催場所：大妻女子大学人間関係学部 
・出席者：干川剛史、湯瀬裕昭、山瀬敏郎、小島誠一郎、川村尚司 
・議題：システムモデルの基本構想の検討・策定 
 
c)第３回打ち合わせ会議 
・開催日時：平成 16 年 2 月 4 日 10 時 00 分～17 時 00 分 
・開催場所：通信・放送機構岩手県 IT 研究開発支援センター 
・出席者：干川剛史、柴田義孝、湯瀬裕昭、山瀬敏郎、小島誠一郎、川村尚司、安部倫子 
・議題：システムモデル研究開発の進め方および役割分担の審議 
 
d)第４回打ち合わせ会議 
・開催日時：平成 16 年 2 月 28 日 19 時 00 分～21 時 00 分 
・開催場所：ホテルイン金沢 
・出席者：干川剛史、角本繁（大都市大震災軽減化特別プロジェクトⅢ－１「震災総合シミ

ュレーションシステムの開発」プロジェクトチーム）、沢野伸浩、小島誠一郎、川村尚司、

野藤 忠、中村裕子 
 
・議題：システムモデルへのＧＩＳ導入についての協議 
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9) システムモデルの基本構想 

 

a)災害時の情報共有・交換 

大規模災害時の情報共有・交換には、大きく分けて、 

ⅰ)行政機関の災害対応を目的とした情報共有・交換 

ⅱ)一般住民の安全･安心･生活確保を目的とした情報共有・交換 

が考えられる。これまで本研究開発プロジェクトチームが実施した実態調査によれば、 

ⅰ)については、国、都道府県、市町村でそれぞれ防災情報システムの整備が進められ

ている。都道府県と市区町村の防災情報システムの一般的な構成を図 9(a)及び図 9(b)に

示す。最近の自治体の防災情報システムでは、インターネットを通じて住民への情報提供

も行うことができ、ⅱ)の機能を含んでいるものが多い。現在のところ、都道府県では多

くのところでこのようなシステムの整備を行っているが、市区町村では政令指定都市など

一部にとどまっている。また、消防庁では、各都道府県の防災情報システムと接続し、災

害時に共有すべき情報を自動収集できるシステムの構築が進められている(図 9(c))。 

ⅱ)については、住民への情報提供機能を持つ都道府県や市区町村の防災情報システム

では、情報が確定するまで公表できないため情報提供に時間がかかる、提供情報がマスコ

ミに発表する内容にとどまる等々の理由により、多くの自治体で住民の情報ニーズを十分

に満たしているとは言い難い状況にある。 

自治体によっては、災害時に一般住民も含めてできるだけ多くの情報を収集し、災害対

応に利用するとともに早期に住民に提供していくためのシステム整備に取り組んでいる

ところもある。一例として長野県岡谷市と岐阜県中津川市におけるインターネットによる

住民向けのインターフェイス(一部)を図 9(d)及び図 9(e)に示す。また、静岡県では、東

海地震などの大規模災害を想定した災害情報支援システムとして東海地震ドットネット

(toukaijishin.net)の構築を進めている。このシステムは、災害時の情報収集･提供に関

わる行政機関内の様々な制約を解消するためにボランティアが運用し、被害、ボランティ

アの要請や活動、ライフラインなどに関わる多様な情報を幅広く収集し、住民、ボランテ

ィア、行政･防災機関などで共有するためのものである(図 9(f))。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9(a)都道府県における防災情報システムの一般構成 
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図 9(b)市区町村における防災情報システムの一般構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9(c) 消防庁と都道府県との防災情報の共有化 

(消防庁防災情報室：消防防災情報ネットワークについて,近代消防'04 年 2 月号) 

  情報の収集･共有 → 災害対応 
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図 9(d)岡谷市における防災情報システムの画面例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9(e)中津川市における防災情報システムの画面例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9(f) 東海地震ドットネットの画面例 
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b)システムモデルのコンセプト 

ⅰ)開発目的 

前項で述べたように、前述 a)のⅰ)の行政機関の災害対応を目的とした情報共有につい

ては、以前に比べてかなり進展がみられるが、前述 a)のⅱ)の一般住民の安全･安心･生活

確保を目的とした情報共有については、一部の自治体などでシステム構築が行われている

ものの全国的にみると十分とは言い難い。したがって、本研究ではⅱ)を主体に Web(イン

ターネット)を基盤とした行政･防災機関と住民(住民組織、ボランティア、企業等も含む)

との間の情報共有を行うためのシステムについて検討し、パイロットシステム(実験用シ

ステム)の構築を行うものとする。 

 

ⅱ)基本要件 

現状において住民がインターネットにより災害情報を得ようとした場合、次のような問

題点が挙げられよう。 

〇情報を発信している機関が少ない 

〇情報がなかなか発信されない 

〇必要な情報が Web 上のどこにあるかわからない 

〇アクセス集中等によりサーバに接続できない 

〇アクセスできても断片的な情報だけでなかなか役に立つ情報が得られない 

これらの問題点をすべて解決し、災害時に住民が必要とする情報をいつでも容易に得ら

れるようにすることは至難の業といえる。しかしながら、災害時のポータルサイトを構築

し、ここで市区町村や都道府県のエリアを超えた広範囲の多様な情報を蓄積し、被災地内

外の住民、ボランティア、行政機関をはじめとする多くの関係者が自由に閲覧できるよう

にすることで、限られた情報ではあっても状況はかなり改善することが期待できる。この

ようなシステム(ポータルサイト)の基本要件としては、次のような事項が挙げられる。 

〇災害時に短時間で立ち上げられること 

〇運用に多くの人手を必要としないこと 

〇利用者が必要とする情報をわかりやすく提供できること 

〇情報の取得や提供が効率よく行えること 

〇アクセス集中に備えて負荷分散ができること 

〇できるだけ既存の資源を活用して低コストで実現できること 

〇災害時だけでなく平常時も利用できること 

 

ⅲ)利用者 

本システムは災害時のポータルサイトであり、誰もが自由に利用できることを前提とす

るが、概ね次のような被災地内外の利用者を想定してシステムの検討･構築を行うものと

する。 

〇一般住民 

〇自主防災組織･町内会等の住民組織 

〇ボランティア(個人) 

〇ボランティア団体 
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〇ボランティア本部 

〇店舗･企業等 

〇行政･関係機関 

 

c)対象とする災害情報 

災害時のポータルサイトを構築するにあたって、まずその中にどのような情報を蓄積し

て共有するかが重要になる。 

地震災害を前提とした場合、被災住民等が必要とする情報、必要とする時期、現状の主

な情報入手手段(主にインターネット以外)を整理すると概ね表 9(a)のようになる。 

この表の中で、津波情報は極めて緊急性が高く、影響がほとんどない地域に地震情報の

一環として提供する場合を除き、ポータルサイトのような災害時の迅速性が保証できない

PULL 型の情報提供手段は適していない。安否情報は、極めてニーズの高い情報ではある

が、非常に大量でかつ非常に多くのアクセスが予想されるため、既存の NTT 災害伝言ダイ

ヤル、WIDE IAA システム、i モード災害用伝言板サービス、あるいは自治体が運用する災

害用掲示板に委ねることとし、本システムではこれらの手段の紹介にとどめ対象外とすべ

きであろう。また、避難情報については、避難勧告･指示、避難所の開設･運営といった行

政対応に関わる情報は行政機関の防災情報システム(例えば図 9(b))に組み込むべきであ

るが、避難者の要求や生活等に関わる情報は対象となろう。このようなことを考慮すると、

本システムで対象とする災害情報は主に次のようなものになる。 

〇地震情報･余震情報(災害によっては気象情報または火山情報) 

〇被害情報 

〇ライフライン情報(電気･ガス･水道･通信) 

〇交通機関･道路情報 

〇被災者(避難者)の生活支援情報 

〇ボランティア情報 

これらの情報をポータルサイトで収集･共有し、インターネットを介して被災住民等に

適宜提供することにより、表 9(a)に示した現状の情報提供手段を補完する強力な手段と

なりうると考えられる(上記の情報の他に、復興や災害後の長期に渡る被災者の支援に関

する情報も対象となりうるが、これらは災害時というよりもむしろ平常時の情報提供機能

として考えるべきであろう)。 
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必要とする時期 
情報の種類 

警戒期 初動期 対応期 復旧期
現状の情報入手手段 

●地震情報 

 〇震度情報 

 〇震源･規模 

    報道機関→住民 

            (テレビ, ラジオ) 

行政→住民 

  (防災行政無線, 広報車等) 

●津波情報 

 〇津波警報 

 〇到達時間･波高 

    報道機関→住民 

            (テレビ, ラジオ) 

行政→住民 

  (防災行政無線, 広報車等) 

●余震情報 

 〇発生時期 

 〇震源･規模 

    報道機関→住民 

            (テレビ, ラジオ) 

行政→住民 

  (防災行政無線, 広報車等) 

●被害情報 

 〇人的被害 

 〇建物被害 

 〇火 災 

 〇道路被害 

 〇崖崩れ 

    報道機関→住民 

            (テレビ, ラジオ) 

行政→住民 

  (防災行政無線, 広報車等) 

 

●避難情報 

 〇避難勧告･指示 

 〇要避難区域 

 〇避難所･ﾙｰﾄ 

    市町村→住民 

  (防災行政無線, 広報車等) 

消防･警察(現場)→住民 

●安否情報 

 〇死傷者･不明者 

 〇避難者ﾘｽﾄ 

 〇個人ﾒｯｾｰｼﾞ 

    行政･警察→報道機関→住民 

災害伝言ダイヤル 

WIDE IAAシステム 

iモード災害用伝言板サービス 

●応急活動状況 

 〇救助･救急･消火 

 〇応援要請･応援部隊の

活動状況 

    行政→報道機関→住民 

    (テレビ, ラジオ, 新聞) 

表 9(a)災害時に被災住民等が必要とする情報と入手手段(地震災害時) 
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必要とする時期 
情報の種類 

警戒期 初動期 対応期 復旧期
現状の情報入手手段 

●ﾗｲﾌﾗｲﾝ被害･復旧情報 

 〇電気･ガス･水道 

 〇交通機関･道路交通 

    行政→報道機関→住民 

           (テレビ, ラジオ) 

行政→住民 

             (防災行政無線) 

各関係機関→住民 

           (広報車･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ) 

●生活支援情報 

 〇救護･医療 

 〇救援物資供給 

 〇ボランティア情報 

    行政→住民 

  (防災行政無線, 広報車等) 

行政→報道機関→住民 

            (テレビ, ラジオ) 

表 9(a)災害時に被災住民等が必要とする情報と入手手段(地震災害時, 続き) 
 

*1)現状の情報入手手段は主にインターネット以外のものを示している。 

*2)消防庁･消防科学総合センター：インターネットを活用した災害情報システム開発報告

書, 平成 14 年３月,p16 を一部改変した。 

 

d)情報収集の方法 

本システムモデル(ポータルサイト)は、市区町村･都道府県のエリアを超えた広域を対

象とするものであり、運用は必然的にボランティアあるいは NPO のような団体･組織にな

るであろう。したがって、情報収集は、協力者や協力団体等からの自主的な情報提供(個

人レベルの情報発信)が中心となり、情報提供者には次の２とおりが考えられる。 

〇特定提供者：事前に災害時の情報提供を要請した個人･団体(防災モニタ) 

〇一般提供者：事前の要請なしに災害時に情報提供を行う個人･団体 

特定提供者は、事前に登録して ID/パスワードを与えておき、一般提供者からの情報と

区別できるようにしておくことにより、情報の信頼性を判断することも可能になる。ただ

し、広域のポータルサイトであることを考えると、事前に情報提供を要請しておくことは

限界があり、一般提供者(災害が起こったときに集まってくるボランティアや協力しよう

とする市民など)からの情報が多くを占めることが予想される。 

もう一つの情報収集の方法として、行政機関や防災関係機関が公式情報としてホームペ

ージに掲載する内容を取り込むことが考えられる。これらの情報については、ポータルサ

イトからリンクさせる方法が手っ取り早いが、その場合リンク先にアクセスするまで必要

な情報が掲載されているかどうかわからず、リンク先が多くなると利用者が必要とする情

報にたどり着くまでにかなり煩わしい操作が発生する。したがって、ポータルサイトから

事前登録された協力機関のホームページを定期的に見に行き、災害情報が掲載または更新

されていれば取得して、利用者が見やすいように編集して提供できるようなしくみを取り

入れることが望ましい。 
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e)システムモデルの機能概要 

ⅰ)機能構成 

本システムモデルの基本的な機能としては次のようなものが考えられる。このようなシ

ステムの機能構成を図 9(g)に示す。 

〇個人レベルの情報の受付 

  ・情報書込用インターフェース 

  ・書込情報の自動集約 

〇行政･関係機関の公式情報(HP)の取込 

  ・HP 掲載情報の自動取得 

  ・取得した情報の自動編集 

〇情報の蓄積･共有のためのデータベース管理 

〇情報提供用のインターフェース 

〇アクセス集中に備えた負荷分散 

  ・アクセスの振り分け 

  ・データベースの同期 

〇セキュリティ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9(g)システムの機能構成 
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ⅱ)個人レベルの情報の受付 

ここでいう個人レベルの情報とは、市民、ボランティア団体、企業、NPO なども含めた

個人や団体から発信される情報をすべて含めて呼んでいる。 

 

●情報書込用インターフェース 

・特定提供者の認識 

ID/パスワードにより事前に登録された特定の情報提供者を認識する。 

 

・送信の手段と方式 

情報の送信は以下の手段、方式に対応できるものとする。 

〇送信手段 

・パソコン 

・携帯電話(すべてのキャリアに対応) 

〇送信方式 

・Web ブラウザ(HTTP) 

・メール 

 

・送信情報の項目 

個人レベルの情報は、身の回りの被災状況、生活物資の要請や提供、ボランティアの要

請や提供などが中心となり、地震や気象等の専門的な情報は公式発表に委ねることになる

(実運用にあたっては公式発表に委ねるべき情報が書き込まれた場合の対処も検討してお

く必要がある)。 

中津川市(図 9(e))と東海地震ドットネット(図 9(f))の各システムの情報送信画面(Web

ブラウザ対応)の情報送信画面を図 9(h)及び図 9(i)に示す。他のシステムでもほぼ同様で、

本システムにおいても送信情報は次のような項目になる。 

〇発信場所(被災場所) 

〇発信者(個人･団体名) 

〇連絡先(電話･E-Mail アドレス) 

〇情報区分(キーワード) 

〇情報内容(文章) 

〇添付画像 

情報入力画面は、次項の発信場所や情報区分の捉え方に留意したうえで、パソコン、携

帯電話のそれぞれについて、利用者が入力しやすいようにレイアウトする必要がある。 
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図 9(h)情報入力画面の例(中津川市) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9(i)情報入力画面の例(東海地震ドットネット) 

 

●発信場所 

本システムは広域のポータルサイトであることから、発信場所は次のレベルでとらえる

必要がある。 

〇都道府県 

〇市区町村 

〇地区(町丁字) 

都道府県内のシステムであれば市区町村名を、市区町村内のシステムであれば地区名を

プルダウンメニューとして持たせるのが一般的であるが、広域システムの場合どこまでプ

ルダウンメニューとし、どこから利用者に記入してもらうようにするか検討する必要があ

る(大量のプルダウンメニュー項目を利用者側に送信すると回線負荷が大きくなり、利用

者に記入させると誤字などの誤りが生じる可能性がある)。 
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●情報区分 

大規模災害を想定した広域のポータルサイトでは、非常に多くの情報が書き込まれるこ

とが予想され、情報活用(検索･集約)のキーワードとなる情報区分をどのように設定する

かが重要になる。地震を前提とした場合、各情報の区分としては例えば次のようなものが

挙げられる。被害情報は、さらに被害程度などにより細分することも考えられる。情報の

区分が少ないと必要な情報を探すのが困難になり、区分が多いと情報を入力するときの負

担が大きくなるため注意が必要である。 

〇被害情報 

  ・建物の被害 

  ・火災 

  ・道路や橋の被害 

  ・崖崩れ 

  ・ガス等の漏洩 

  ・その他の被害 

  ・被害なし 

〇ライフライン情報 

・電気 

・ガス 

・水道 

・通信 

〇交通情報 

  ・電車(JR･私鉄) 

  ・バス 

  ・道路交通 

  ・その他交通機関 

〇被災者(避難者)の生活支援情報 

  ・物資の要請(不要も含む) 

  ・物資の提供 

  ・店舗の営業 

〇ボランティア情報 

  ・ボランティアの要請 

  ・ボランティアの提供 

  ・ボランティア活動の案内 

  ・ボランティアの活動報告 

 

 

f)書込情報の自動集約 

大量の災害情報が書き込まれた場合、送信データを掲示板形式でそのまま表示しただけ

では、検索機能を付けたとしても被害の全体像を把握することは難しく、被災場所や情報

の種類をもとに情報を自動的に集約して提示できることが望ましい。 
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●集約の地域レベル 

広域のポータルサイトの場合、どの地域レベルの被害状況を把握したいかは利用者によ

って様々であり、例えば次のような狭域～広域にわたる集約を行える必要がある。 

〇都道府県     ：広域レベルの被害状況の把握 

〇市区町村     ：１つの都道府県レベルの被害状況の把握 

〇地区（町丁字）：１つの市町村レベルの被害状況の把握 

 

●集約の方法 

もっとも簡単な情報集約の方法として、書込情報のサマリーが考えられる。これは、表

9(b)に示すように地域(都道府県、市区町村、地区)と情報区分別に書込件数をクロス集計

したもので、これによって地域の状況を大まかにではあるが把握することができよう。各

セルをクリックすることにより該当する個々の書込情報を見られるようにすれば利用し

やすいシステムとなる。 

 

表 9(b)書込情報のサマリーのイメージ 

 

各被災場所×情報区分について、情報の書込件数をもとに情報の重要度を判断すること

により集約する方法が考えられる(書込件数と重要度は一致しない場合も考えられるが、

概ねの目安にはなる)。GIS の利用が最も効果的であろう。 

例えば、市町村レベルの被害情報については、被害区分(被害の種類や被害程度に関す

るキーワード)を参照して、例えば表 9(c)に示すように集約することにより、さらにわか

りやすく情報提供することが可能になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 9(c)市町村レベルの被害情報提供のイメージ 

地域  (都道府県/

市区町村/地区) 
被害情報 

ライフライ

ン情報 
交通情報  

〇〇〇〇 15 5 8  

〇〇〇〇 26 3 12  

〇〇〇〇 47 11 16  
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g)行政･関係機関の公式情報(HP)の取込 

 

ⅰ)対象とする機関 

災害時には、例えば以下のような行政･関係機関が公式発表として各種の情報をホーム

ページ上に掲載している。 

〇行政機関(国･都道府県･市区町村) 

〇気象･地震関係機関 

〇ライフライン関係機関 

〇道路･交通関係機関 

〇通信･報道関係機関 

〇大学･研究機関 

これらの公式情報は、機関によっては発表までに時間がかかる、市民が知りたい地域に

密着した情報が出せないといった問題はあるものの、正確で災害時に非常に重要な情報で

あり、ポータルサイトで共有することが望ましい。 

 

ⅱ)情報取得の方法 

事前承諾を得た協力機関の HP を定期的に見に行き、緊急情報が掲載･更新されていれば

取得し、発信機関や情報区分に応じて編集して提供する。これらの処理は人手を介さずに

自動的に行う必要があり、実現にあたっては次のような検討課題が挙げられる。本研究で

は、これらの基礎的な検討にとどまるであろう(実現するまではポータルサイトからのリ

ンクで対応することになる)。 

●現状において可能か 

HP の中に入って「災害情報」または「緊急情報」のページを探索して取得することが

可能か。 

●将来的な可能性と方法 

〇HP に災害情報を掲載するときの形式の標準化 

〇災害時の情報収集エージェントの可能性 

 

h)情報提供用インターフェース 

ⅰ)提供する情報 

本システムで収集した以下の情報は、すべての個人･団体が何の制約もなく自由に閲覧

することができる。 

●個人レベルの情報 

  〇書込情報 

  〇集約情報 

●行政･関係機関の公式発表 

  〇取得情報 

  〇リンク 
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ⅱ)情報検索機能 

特に個人レベルの書込情報は、非常に多くの情報が入ってくることが予想され、情報検

索機能は不可欠になる。情報検索には、大きく分けて次の２とおりが考えられる。 

●固定検索 

  〇地域による検索(都道府県→市区町村→地区) 

  〇日時による検索(例えば〇月〇日〇時以降) 

  〇情報区分による検索(例えば被害情報、ボランティア情報) 

●自由検索 

  〇文字列検索 

●ＧＩＳによる検索表示 

情報量が多いことと災害時のアクセス集中を考えると、検索効率が非常に重要になり文

字列検索やＧＩＳによる検索表示のような機能を取り入れる場合、アクセス集中時には使

用できないようにするなどの対処が必要であろう。また、固定検索についても、災害時に

多く発生すると考えられる検索パターンをよく検討し、それが効率よく処理できるように

データベース設計を行うべきである。 

さらに、個人レベルの集約情報や行政･関係機関の公式発表(取得情報及びリンク)につ

いても、利用者が必要な情報にたどり着きやすいように構造化･編集して提供できるよう

にする。 

 

i)システムの負荷分散 

大規模災害を前提としたポータルサイトでは、災害時に非常に多くのアクセスが予想さ

れ、効率のよいシステムにするとともに負荷分散が重要になってくる。例えば、東海地震

のような被害が広域に及ぶ災害の場合、どの程度のアクセスが来るか想像がつかないとこ

ろがあるが、システム構築の費用や運用体制の限界内で最大限のアクセス集中対策を講じ

ておく必要があろう。 

負荷分散を行うためには以下の環境が必要になってくる。 

ⅰ)サーバを設置できる複数の施設 

ⅱ)各サーバを接続するネットワーク 

ⅲ)ネットワークを介して災害情報を共有するためのツール 

サーバは、災害による施設被害を考えると、できるだけ互いに遠く離れたところに設置

すべきである。各サーバを接続するネットワークは、インターネットでも可能であるが、

災害時の通信の安定性を考えると専用の回線であることが望ましい。 

現在、このような条件を満たした環境として通信･放送機構の施設があり、公共システ

ムの研究開発にあたって申請することにより使用することができる。通信･放送機構は、

岩手 IT 研究開発支援センター、北九州 IT 研究開発支援センター、北陸 IT 研究開発支援

センター、本庄情報通信研究開発支援センターの４つの施設を持っており、各施設は高速

の専用ネットワーク(ＪＧＮⅡ)で接続されている。さらに、このネットワークを利用して

各施設間でデータベースを共有するためのソフトウエア環境も有している(本研究開発プ

ロジェクトチームのメンバーである岩手県立大学が開発)。 

本研究開発では、岩手 IT 研究開発支援センターと北九州 IT 研究開発支援センターにサ
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ーバを設置し、負荷分散のためのアクセスの振り分けとリアルタイムに送信される災害情

報の共有(同期)のしくみを開発するとともに実証実験を行う。また、静岡県立大学(本研

究開発プロジェクトチームのメンバー)においてもＪＧＮⅡへの接続が可能であるため、

ここにもサーバを設置して３箇所で負荷分散が行えるようにする。このようなシステムの

開発環境を図 9(j)に、開発システムの全体イメージを図 9(k)に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9(j)システムの開発環境 

 

将来的に実用システムの構築･運用を行うときには、負荷分散できるサーバの数を増や

したり、災害時に適当な場所にサーバを設置して使用するようなことも想定される。この

場合には、インターネットによるデータ共有(同期)が必要になるであろうが、ＪＧＮⅡは

IPv6 を使用しているため、このネットワーク環境で開発したシステムは比較的容易にイ

ンターネット環境に移行できると考えられる。 

 

岩手Webサーバ 静岡Webサーバ 北九州Webサーバ 

メインDBサーバ(岩手) バックアップDBサーバ(北九州) 

ＪＧＮⅡ（IPv6）  

岩手DBサーバ 静岡DBサーバ 北九州DBサーバ 

インターネット  
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図9(k)開発システムの全体イメージ  
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(d)結論ならびに今後の課題 
 

 システムモデルの基本構想の検討・策定を行うために、まず、埼玉県災害情報掲示板シ

ステムに関する実態調査を行い、行政と市民の間の情報共有・交換を目的とした Web 上の

掲示板の災害時の障害やアクセス集中に対応可能なデータ共有と負荷分散方式について実

態把握を行った。 

 次に、平成 15 年 7 月 26 日に発生した宮城県北部連続地震において、災害対応にあたる

自治体と災害救援ボランティアの対応にあたる社会福祉協議会がどのように IT を利用し

たのかについて現地実態調査を行い、また、震災シンポジウムに参加することを通じて、

その実態と課題を明らかにした。 

 そこで明らかになったのは、県庁と鳴瀬町を含めた被災町との間は、防災無線・電

話、FAX といった既存のやり方で情報のやり取りをおこなっていたため、今回の震災で

は、県と被災町それぞれ内部のパソコン・インターネットを介した情報共有・交換が

相互に結びつかずに個別に行われ、結局、IT が宮城県内の行政の災害対応において有

効に活用されたとは言い難い状況になってしまった。 

 他方で、鳴瀬町社協と南郷町社協は、日頃からパソコン・インターネットを業務に活用

し、その有用性を熟知していた地震発生直後から被災地の被害状況やボランティア募集を

ホームページを用いて情報発信し、外部の諸団体やボランティアとの情報共有・交換にお

いて成果を発揮した。しかし、その他の被災町の社協は、日常的にパソコン・インターネ

ットを業務で積極的に利用していなかったため、災害対応においてインターネットを活用

することができなかった。 

 また、被災地の社協やボランティアによる救援活動を支援する県外ＮＰＯや災害救援ボ

ランティアネットワーク、仙台市内のＮＰＯは、ITを日常的に活動で活用しており、今回

の震災でもそれを団体間の連絡手段として、また、不特定多数に対する情報発信手段とし

て有効に使用することができたと思われるが、連携先の被災地の社協や自治体ではパソコ

ン・インターネットを個々ばらばらに利用していたため、社協と自治体、ＮＰＯとの間で

もITを有効に活用できず、それらの間の効果的な連携行動へとは展開しなかった。 

 このような宮城県北部連続地震に対する災害対応における情報通信の実態をふまえると、

本研究開発プロジェクトが構築を目指す「大都市大震災に対応可能な IT を活用した自治

体・防災機関・市民間の広域的情報共有・交換システム」の研究開発と実用化がいかに重

要な課題であるかが再認識された 

 さらに、津波災害に対する IT の活用方法をテーマにした田老町での防災情報シンポジウ

ムや、防災情報システムへのＧＩＳ活用に関する星稜女子短期大学でのシンポジウムへの

研究開発プロジェクトチーム・メンバーの参加を通じて、大都市で大震災が発生した場合

の災害対応における IT の効果的な活用方法の手がかりを得ることができた。 

 これらの作業を経て、システムモデルの基本構想策定を行い、また、岩手県立大学、静

岡県立大学、星稜女子短期大学の情報工学を専門とする専任教員、通信・放送機構岩手県

IT 研究開発支援センターの研究者などの各分野の専門家のプロジェクトへの新規の参画
と、「静岡県災害情報支援システム研究会」、「東京いのちのポータルサイト」、「通信・

情報機構岩手 IT 研究開発支援センター」などの防災関係 NPO・研究開発支援機関からの高
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性能の機器や大容量高速通信回線の提供と実証実験への技術的協力、大都市大震災軽減化

特別プロジェクトⅢ－１「災害総合シミュレーションシステムの開発」プロジェクトチーム

からの「時空間地理情報システム(GIS)」の提供と協力への賛同を得て研究開発体制を拡充

した。 

 そこで、平成 16 年度は、大幅に拡充した研究開発体制において、システムモデルの基本

構想に基づいて、実態調査や防災関係シンポジウムから得た知見を活かしながら、システ

ムモデルの実証実験に向けた設計と開発を実施する。 
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震から学ぶ～」プログラム、2003 

 

(f) 成果の論文発表・口頭発表等  
 

著者 題名 発表先 発表年月日 
干川剛史 
 

ＩＴを利用した災害情報

共有・交換システムの現

状と課題 

日本災害情報学会第 5 回研究

発表大会、主催：日本災害情

報学会 

平成 15年 10

月 19 日 

柴田義孝 災害時における情報通信

手段のあり方 

防災情報シンポジウム～地域

における防災・災害情報ネッ

トワークのあり方～、主催：

岩手地区ギガビットネットワ

ーク研究会 他 

平成 15年 11

月 21 日 

湯瀬裕昭 大規模災害を想定した住

民・ボランティア団体向

け情報交換支援システム

防災情報シンポジウム～地域

における防災・災害情報ネッ

トワークのあり方～、主催：

岩手地区ギガビットネットワ

ーク研究会 他 

平成 15年 11

月 21 日 

干川剛史 ＩＴを利用した災害情報

共有・交換システムの実

態と課題 

大妻女子大学人間関係学部紀

要 人間関係学研究、第 5 号、

発行者：大妻女子大学人間関

係学部 

平成 16 年 2

月 20 日 
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干川剛史 自治体の防災情報システ

ムでのＧＩＳ活用事例 

星稜女子短期大学共同研究グ

ループシンポジウム「災害対

応と空間情報の活用－能登の

智恵に学ぶ－」、主催：星稜女

子短期大学 

平成 16 年 2

月 28 日 

 
 
(g) 特許出願，ソフトウエア開発，仕様・標準等の策定  

なし 

 

 

(3) 平成 1６年度業務計画案 
 

 大都市大震災に対応可能なITを活用した自治体・防災機関・市民間の広域的災害情報
共有・交換システムモデルの設計および開発  
 
(a)システムモデルの設計  
 システムモデルの基本構想にしたがって、システムモデルの詳細な構造設計・技術的

仕様の検討・策定を行う。  
 
(b)システムモデルの開発  
 システムモデルの構造設計・技術的仕様にしたがって、研究開発プロジェクトチーム

の各研究分担者が、実証実験システム・サイト構築のため、サーバー間のデータ共有・

アクセス分散システム、GIS等を組み込んだデータ入出力インターフェースの開発を行
い、また、効果的なシステムモデルの運用方法を考案する。  
 
(c)平成 16 年度の研究開発プロジェクトの進め方 

1)システムモデルの設計と開発における役割分担 

a)連絡調整および統括 

ⅰ)本研究開発プロジェクト全体の連絡調整・統括 責任者：干川剛史（大妻女子大学） 

ⅱ)研究開発プロジェクトチーム間の連絡・調整・事務 担当者：小島誠一郎（（特）東

京いのちのポータルサイト） 

b)システムの基本設計 

ⅰ)システムの全体設計と仕様検討・要件定義 担当者：山瀬敏郎（（財）消防科学総合

センター） 

ⅱ)災害時に必要な情報の分析と情報収集・加工・伝達方法の考案 担当者：市川啓一

（(株)レスキュウナウ・ドット・ネット） 
c)システムとサイトの構築 

ⅰ)実証実験サーバ間のデータ共有・アクセス分散システムの開発 担当者：柴田義孝

（岩手県立大学）、沢野伸浩（星稜女子短期大） 



 556

ⅱ)GIS 等を組み込んだ実証実験データ入出力インターフェースの開発 担当者：湯瀬
裕昭（静岡県立大学）、沢野伸浩（星稜女子短期大）、川村尚司（通信・放送機構岩手県 IT
研究開発支援センター）、野藤 忠（通信・放送機構岩手県 IT 研究開発支援センター）、
中村裕子（通信・放送機構岩手県 IT 研究開発支援センター）、安部倫子 
ⅲ)実証実験システム・サイトの実装・調整 担当者－川村尚司（通信・放送機構岩手

県 IT 研究開発支援センター） 
 

2)研究開発の実施スケジュール 

a)平成 16 年度末までにシステムの設計および開発を終える。 

b)平成 16 年 4・7・10・12 月・平成 17 年 3 月に打ち合わせ会議を開催予定。 

c)年間スケジュール 

  

 平成 16 年 4 月～7 月 8 月～11 月 12 月～平成 17 年 3

月 

基本設計及び機能・仕様検討・要

件定義 

○ ○  

プロトタイプ開発  ○ ○ 

 

 


